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八女市コロナウイルス緊急支援策第2弾
今年はマスク熱中症に注意しましょう
同和問題の解決に向けて

古
墳
へ
の

小
径
を
彩
る
。

岩戸山古墳へ続く小径にアジサ
イが色鮮やかに咲き誇り、散策
する人の心をなごませています。

掲載している催し等が新型コロナウイルスの感染拡
大防止のため、変更になる場合があります。市ホー
ムページ、または問い合わせ先で確認してください。

八女市LINE公式アカウント
新型コロナウイルス感染症や災害情報など、
皆さんの暮らしに関わる情報を発信しています。
LINEアカウントID→＠yamecity詳しくはこちら 友だちになってね！
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　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内の
農林漁業の活動を支援し、地域農林漁業の持続力
の強化を図ることを目的として応援金を交付します。
対象＝1世帯につき　10 万円
要件＝①令和 2 年 4 月1日以前から市内に住所を
有し、農業、林業または漁業を自ら営み、従事して
おり、今後も継続の意思があること
②農業、林業または漁業により得られた収入で、年
間の主たる生計を立てていると認められること
※詳細は、7 月1日号の広報八女・折込チラシでご
確認ください。
◦問い合わせ＝八女市新型コロナウイルス対策相談
窓口 八女文化館内（☎ 24･3311）

八女市の新型コロナウイルス感染症総合対策緊急支援策第 2 弾を紹介します。

　新型コロナウイルス感染症の予防のため、
肺炎にかかった場合に重症化する可能性が
ある妊婦にマスクを配布します。
対象＝妊婦1人あたり　50 枚
要件＝令和 3 年 3 月31日までに母子健康
手帳を申請された人
◦問い合わせ＝子育て支援課（☎ 24･8282）　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て

世帯を支援することを目的として応援金を交付します。
対象＝八女市に在住する児童の養育者
応援金＝児童1人あたり　1万円
要件＝①令和 2 年 3 月31日時点で 0 歳から17 歳まで
の児童の養育者であって、基準日（令和 2 年 5 月31日）
に八女市の住民基本台帳に記載されている人
②令和 2 年 4 月1日から令和 3 年 4 月1日までに出生
し、八女市の住民基本台帳に記録された児童の養育者
であって、児童の出生の日まで引き続き3 か月以上八女
市の住民基本台帳に記録されている人
※詳細は、左ページでご確認ください。
◦問い合わせ＝子育て支援課（☎ 23･1351）

　新型コロナウイルス感染拡大予防と児童･生
徒の健康管理のため感染症対策を行います。
①非接触式体温計　各学校 2 個配備
②フェースガード　全職員数配備
③消毒用具の配置
◦問い合わせ＝学校教育課（☎ 23･1954）

　福岡県が実施する「福岡県地域商品券による
地域経済活性化支援事業費補助金」を最大限
活用し、市内の商店街をはじめ地域経済の活性
化を図り、併せて個人消費を喚起するため、プ
レミアム付商品券の助成拡大を行います。
実施主体＝八女商工会議所・八女市商工会
プレミアム率：20％（例年10％）
◦問い合わせ＝八女商工会議所（☎ 22･5161）、
八女市商工会（☎ 42･0153）

　新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点
から、災害が発生し避難所を開設する場合に
おける感染症対策を行います。
①避難所の拡充
指定避難所 23 施設→指定・臨時避難所 46
施設※災害の発生状況に応じ、段階的に開設
②感染症対策のための防災備蓄品の配備
マスク･手指消毒剤･非接触式体温計･ 施設
用消毒剤を各避難所に配備
◦問い合わせ＝防災安全課（☎ 23･1731）

　国が公表した新型コロナウイルス感染症予防
を想定した「新しい生活様式」の実践と、重症化
しやすい高齢者の感染予防のため配布します。
対象＝65 歳以上の高齢者1人あたり　10 枚
要件＝基準日（令和 2 年 5 月31日）に八女市
の住民基本台帳に記録されている人で生年月日
が昭和 31年 4 月1日以前の人
◦問い合わせ＝介護長寿課（☎ 23･1308）

がんばるバイ八女農林漁業応援金
（新型コロナウイルス感染症対策農林漁業応援金）

高齢者へのマスク配布

避難所における感染症対策

八女市立学校における感染症対策

妊婦へのマスク配布

やめっこ子育て応援金

八女市プレミアム付商品券
助成事業の拡大

がんばるバイ八女　
八女市新型コロナウイルス感染症総合対策

緊急支援策第２弾

③

②

① ④

⑤

⑥

⑦
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①令和 2 年 3 月 31日に 0 歳から 17 歳までの児童の
養育者であって、令和 2 年 5 月 31日に八女市の住
民基本台帳に記録されている人
②令和 2 年 4 月1日から令和 3 年 4 月1日までに出
生し、八女市の住民基本台帳に記録された児童の養
育者であって、児童の出生の日まで引き続き３か月以
上八女市の住民基本台帳に記録されている人

対象児童 1 人につき 10,000 円

令和 2 年 7 月 7 日㈫（以降は随時支払予定）

◦①の対象者のうち、令和 2 年 5 月 31日時点で八女
市から令和 2 年 6 月分（15 歳児童は 3 月分）の児
童手当・特例給付を受給する人
◦②の対象者のうち、令和 2 年 5 月 31日時点で八女
市から 6 月分児童手当・特例給付を受給する人
※対象者には「支給のお知らせ」をお送りしますので、
確認をお願いします。

◦①の対象者のうち、八女市から児童手当・特例給
付を受けていない人（例：公務員や新高校 2･3 年生等）

◦②の対象者のうち 6 月1
日以降に出生した児童の養
育者
※対象者には「申請のお知
らせ」をお送りしますので、
令和 2 年 10 月 21 日㈬ま
でに申請をしてください。

Ｑ 1：児童が市外の
学校の寮に入ってい
て、八女市に住民票
がない場合でも対象
となりますか？
Ａ 1：養育者が市内
にお住まいで児童が
市外の寮などにいる
場合は、養育の状況を書面で申し立てていただくこと
により、対象となります。ただし、市からは申請の案
内をすることができませんので、応援金担当へ申し出
てください。
Ｑ 2：児童が学校に通学するため、市内の祖父母宅に
住んでいますが、父母は市外に住んでいます。この
場合にも対象となりますか？
Ａ 2：市内在住の児童を養育している人も養育の状況
を書面で申し立てることにより、対象になります。児
童が住む世帯へ案内を送付しますので、養育者が申
請をしてください。
※児童福祉施設入所中などの場合はその施設に案内
します。

　八女市から新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯（0 歳から17 歳児童および令和 2 年度に
出生した児童を養育する人）を支援するため、「やめっこ子育て応援金」（「やめっこ応援金」）を交付します。

〇主な対象者

〇応援金

〇支払予定日

〇申請が不要な人

〇申請が必要な人

【Ｑ＆Ａ】

Pick up!!

②

　自宅や職場などに八女市から問い合
わせを行うことがありますが、ATM（現
金自動預払機）の操作をお願いするこ
とや支給のための手数料などに振り込
みを求めることは絶対にありません。も
し、不審な電話がかかってきた場合に
はすぐに八女市の窓口または最寄りの
警察にご連絡ください。

◦問い合わせ
「やめっこ子育て応援金担当」子育て
支援課こども支援係（☎ 23･1351）

「振り込め詐欺」や「個人情報
の詐取」に注意ください

やめっこ子育て応援金についてお知らせします

広報八女 2020.7.13

《注意》児童が市外に
お住まいの場合は、や
めっこ子育て応援金申
請の個別通知ができま
せん。該当される人は

「やめっこ子育て応援金
担当」へご連絡ください。
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☎２４・３３１１
Q kenkosuishin@city.yame.lg.jp
O 24･3359

　設置場所：八女文化会館１階 多目的ホール
連 絡 先

①新型コロナウイルス感染症対策農林漁業応援金
　（がんばるバイ八女農林漁業応援金）1世帯へ10 万円交付
② 八女市新型コロナウイルス感染症対策事業所応援金
　（がんばるバイ八女応援金）事業者へ 10 万円交付
　その他、事業者向け支援に関すること
③ 特別定額給付金（市民 1人 10 万円給付）
④ 感染症に関すること、患者発生に関すること

　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市
内事業所の活性化・支援を目的として、応援金
を交付します。
◦対象＝八女市内事業者
◦応援金＝ 10 万円
◦提出方法＝郵送
※申請書は八女市のホームぺージに掲載してい
ます。また、市役所本庁・支所・八女商工会議所・
八女市商工会に設置しています。

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基
づき、給付金が給付されます。
◦対象＝八女市の住民基本台帳に記録されている人
◦基準日＝令和 2 年 4 月 27 日
◦給付金＝ 1 人当たり10 万円
◦申請方法＝郵送もしくはオンライン申請
※申請書は八女市から世帯主あてに郵送していま
す。同封の返信用封筒で郵送申請してください。
マイナンバーカードをお持ちの人は、オンライン
での申請もできます。
◦申請期限＝ 8 月 14 日㈮

特別定額給付金 八女市新型コロナウイルス
感染症対策事業所応援金

（がんばるバイ八女応援金）

八女文化会館での
相談 ･ 問い合わせ内容
※その他の内容は、5月 15日に
配布している「新型コロナウイル
ス感染症に伴う支援一覧」の問
い合わせ先にお願いします。

←詳しくは、
ホームページを
ご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する相談･支援窓口

▼申請はお済みですか？

こまめな手洗い と 咳エチケットで新型コロナウイルス感染を予防しよう！

こまめな
洗い エチケット

咳
手

咳・くしゃみをする際、しぶ
きが2ｍほど飛びます。職場、
学校など人が集まるところ
で実践することが重要です。

出勤時・帰宅時や調理の前
後、飲食前などに、手洗い
や手指のアルコール消毒を
徹底しましょう。

①流水でよく手をぬらしたあと、石けんをつけ手のひら
をよくこする ②手の甲を伸ばすようにこする ③指先・
爪の間を念入りにこする ④指の間を洗う ⑤親指と手の
ひらをねじり洗いする ⑥手首も忘れずに洗う

①マスクを着用する（口・鼻をおおう）
②袖で口・鼻をおおう
③ティッシュ・ハンカチで口・鼻をおおう
※マスクは鼻からあごまでを覆い、隙間がないようにつけましょう。

《手洗いの仕方》 《咳をする際の注意点》
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
出

現
に
伴
い
、
感
染
防
止
の
３
つ

の
基
本
で
あ
る
①
身
体
的
距
離

の
確
保
、
②
マ
ス
ク
の
着
用
、

③
手
洗
い
や
「
３
密
（
密
集
、

密
接
、
密
閉
）」
を
避
け
る
な

ど
「
新
し
い
生
活
様
式
」
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

　

今
夏
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
異

な
る
生
活
環
境
下
で
、
十
分

な
感
染
症
予
防
を
行
い
な
が

ら
、
熱
中
症
予
防
に
も
心
が
け

ま
し
ょ
う
。
特
に
、
マ
ス
ク
熱

中
症
に
は
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

マ
ス
ク
の
中
は
非
常
に
熱
い
状

態
で
あ
り
、
熱
が
体
の
中
に
た

ま
り
や
す
い
、
ま
た
の
ど
の
渇

き
を
感
じ
に
く
く
、
知
ら
な
い

う
ち
に
脱
水
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
外
出
自
粛
に
よ
り
体
は

暑
さ
に
慣
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
今
年
は
熱
中
症
に

か
か
る
危
険
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。

　

熱
中
症
は
屋
外
だ
け
で
な
く

室
内
で
何
も
し
て
い
な
い
と
き

で
も
発
症
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
！
特
に
子
ど
も
や
高
齢
者

は
体
温
の
調
整
機
能
の
未
熟
さ

や
低
下
の
た
め
熱
中
症
に
か
か

り
や
す
い
の
で
注
意
が
必
要
で

す
。

今
年
は
マ
ス
ク
熱
中
症
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
！

重症度 主な症状 対処法
◦大量の発汗◦めまい・立ちくらみ
◦筋肉のこむら返り

①応急処置②水分補給困難、または
症状回復しない場合は医療機関へ

◦頭痛　◦吐き気・おう吐
◦倦怠感

①呼びかけても意識がない場合は
救急車を呼ぶ
②可能な限り応急処置（涼しい場所
へ避難し、服をゆるめ体を冷やすな
ど）を行う

◦意識障害◦けいれん
◦ふらふらして立てない◦高体温

軽症
（Ⅰ度）

中等症
（Ⅱ度）

重症
（Ⅲ度）

【熱中症の主な症状と対処法】

　

７
月
に
な
り
、気
温
や
湿
度
が

高
い
蒸
し
暑
い
季
節
を
迎
え
ま

す
。こ
の
時
季
特
に
注
意
が
必
要

な
の
は
、「
熱
中
症
」
で
す
。
熱

中
症
は
、
気
温
や
湿
度
が
高
い
、

風
が
弱
い
、日
差
し
が
強
い
な
ど

の
「
環
境
の
要
因
」
と
、
激
し
い

運
動
の
あ
と
、暑
さ
に
体
が
慣
れ

て
い
な
い
、
疲
れ
や
寝
不
足
、
病

気
な
ど
の
「
か
ら
だ
の
要
因
」
が

重
な
っ
た
時
に
起
こ
り
や
す
く

な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
暑

い
日
に
は
無
理
や
我
慢
を
せ
ず
、

「
こ
ま
め
な
休
憩
」「
こ
ま
め
な

水
分
補
給
（
塩
分
や
糖
分
を
含

む
）
」を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
部
屋
の
中
な
ら
熱
中

症
に
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
せ

ん
か
？
熱
中
症
は
、
屋
内
や
夜

間
で
も
多
く
発
生
し
ま
す
。ク
ー

ラ
ー
の
使
用
や
風
通
し
を
良
く
し

て
、
部
屋
に
熱
が
こ
も
ら
な
い
よ

う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
体
の
脱
力

感
や
倦
怠
感
が
強
く
動
け
な
い
、

意
識
が
な
い（
普
段
と
様
子
が
違

う
）
、
全
身
の
痙
攣
な
ど
の
症
状

に
気
付
い
た
ら
、た
め
ら
わ
ず
に

救
急
車
を
呼
び
ま
し
ょ
う
。

【八女消防本部】

熱中症
に注意！

①暑さを避けましょう

・節電を意識しすぎず、エアコンや扇
風機を使い、

部屋の温度は28度を目安にしましょう

・換気をこまめにし、湿度も高くなら
ないよう注意

しましょう
・吸湿性、吸水性の良い服装を心がけ

ましょう

②適宜マスクをはずしましょう

・屋外での仕事や運動、それらの休憩
中など、他の

人と２メートル以上の間隔を確保でき
る場合は、熱

中症の危険を考慮し、適宜マスクをはず
しましょう

③こまめに水分補給しましょう

・のどの渇きを感じなくてもこまめに
水分摂取しま

しょう
・3食きちんと食べましょう

・大量に汗をかいた時は塩分を忘れずに
とりましょう

④日頃から健康管理をしましょう

・日頃から体温測定、健康チェックを
行いましょう

⑤暑さに備えた体作りをしましょう

・人混みを避けた散歩や室内での軽い
運動を行い

ましょう

熱中症予防のためのポイント

詳しく知りたい人は
環境省「熱中症予防情報サイト」
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八
女
市
で
は
、
１
９
９
３
年
に
「
同
和
」

問
題
啓
発
漫
画
『
２ニ
ー

０マ
ル

２ニ
ー

０マ
ル

』
を
発
行
し

ま
し
た
。
２
０
２
０
年
の
未
来
へ
タ
イ
ム
ス

リ
ッ
プ
し
た
江
戸
時
代
の
子
ど
も
た
ち
と
、

未
来
の
人
た
ち
と
の
交
流
を
通
し
、
同
和

問
題
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
よ
う
と
い
う
ね

ら
い
に
よ
っ
て
作
製
し
た
啓
発
冊
子
で
す
。

２
０
２
０
年
に
は
同
和
問
題
が
解
消
し
て

い
る
と
い
う
設
定
に
は
、
人
権
尊
重
社
会
の

実
現
へ
の
願
い
を
込
め
て
い
ま
し
た
。

　

今
年
２
０
２
０
年
を
迎
え
、
発
刊
か
ら

27
年
の
間
に
、
高
度
情
報
化
社
会
の
到
来

を
は
じ
め
、
私
た
ち
の
社
会
は
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
で
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
人

権
問
題
を
取
り
巻
く
状
況
も
大
き
く
変
わ

り
、
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
き
ま
し
た
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
い
つ

で
も
、
ど
こ
で
も
、
情
報
を
や
り
取
り
で
き

る
よ
う
に
な
り
私
た
ち
の
生
活
は
大
変
便

利
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
反
面
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
の
差
別
的
な
情
報
の
拡
散
な

ど
人
権
を
軽
視
し
た
行
為
が
大
き
な
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
和
問
題
を
め
ぐ
っ
て

は
、
差
別
的
な
意
図
で
、
特
定
の
地
域
を

同
和
地
区
で
あ
る
と
し
た
り
、
誹
謗
中
傷

す
る
内
容
が
掲
示
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
の

事
案
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
名
前
や
顔
を

知
ら
れ
ず
に
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
可

能
な
た
め
、
人
の
心
を
傷
つ
け
る
行
為
へ
の

罪
悪
感
が
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
い
、
知
ら
ぬ

間
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
し
ま
う
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
度
発
信
さ
れ
た
情
報

は
瞬
時
に
拡
散
さ
れ
、
完
全
に
消
す
こ
と

は
困
難
で
す
。
同
和
問
題
に
関
す
る
正
し
い

知
識
が
な
い
と
、
も
し
、
こ
の
よ
う
な
差
別

的
な
情
報
に
触
れ
た
と
き
、
知
ら
ぬ
間
に

偏
見
や
差
別
意
識
を
受
け
入
れ
る
危
険
性

が
あ
り
ま
す
。

　　

同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
人
権
問
題
は
、
変
化
す
る
社
会
環
境
と

と
も
に
複
雑
化
・
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り
が
人
権
問
題
へ
の

感
度
を
高
め
、
学
ぶ
機
会
を
持
ち
、
正
し

い
知
識
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

人
権
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
持
っ
て
い
る
、
幸
せ
に
生
き
る
権

利
で
す
。
人
権
の
尊
重
を
当
た
り
前
の
行

動
と
し
て
自
然
に
表
す
こ
と
の
で
き
る
社

会
を
み
ん
な
で
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

福
岡
県
で
は
、
平
成
31
年
3
月
に
「
福
岡
県
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進

に
関
す
る
条
例
」
を
施
行
し
、
同
和
問
題
の
解
決
に
向
け
て
取
り
組
み
を

進
め
て
い
ま
す
。

※
毎
年
実
施
し
て
い
る
「
街
頭
啓
発
」

お
よ
び
「
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
市
民
の

集
い
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
中
止
し
ま
す
。

「
同
和
」
問
題
啓
発
漫
画
『
２ニ
ー

０マ
ル

２ニ
ー
０マ
ル
』

「
同
和
問
題
」の
解
決
に
向
け
て

な
ぜ
な
ぜ

人
権
︱
か
け
が
え
の
な
い
命
が
輝
く
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て 

︱

～
７
月
は
福
岡
県
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
で
す
～

出典：法務省、平成 31年および令和元年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）

▪
人
権
の
尊
重
を
当
た
り
前
の
社
会
に

人
権
啓
発
イ
ベ
ン
ト
中
止
の
お
知
ら
せ

▪
時
代
の
変
化
と
と
も
に

平成 27 年

（件）

2,000

1,500

1,000

500

0

1,736

1,041
1,189 1,141

849
1,045

485 501
746 667

517

1,909

2,217
1,910 1,985

インターネットによる人権侵犯

うちプライバシー侵害

うち名誉毀損

インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の推移

平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年
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日
々
の
生
活
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
ま
ん
延
と
そ
の
対
策
の
影
響
を
受
け

る
な
か
、
感
染
者
や
そ
の
家
族
、
ま
た
濃
厚

接
触
者
、
医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
差
別

や
偏
見
に
つ
な
が
る
行
為
が
社
会
問
題
化
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
感
染
症
は
、
私
た
ち
が
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
も
の
で
、
ま
だ
分
か
ら
な
い
こ
と

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
不
安
や
恐
れ
を
感

じ
る
の
は
、
身
を
守
る
た
め
に
は
当
然
な
感

情
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
感
情
が
私
た

ち
の
心
の
中
で
ふ
く
ら
み
過
ぎ
る
と
、
冷
静

な
判
断
が
で
き
な
く
な
り
、
ウ
イ
ル
ス
感
染

に
か
か
わ
る
人
や
地
域
、
職
業
な
ど
を
必
要

以
上
に
避
け
よ
う
と
す
る
な
ど
差
別
的
な
行

動
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
う
し
た
行
動
が
広
ま
る
と
差
別
を

受
け
る
の
が
怖
く
て
、
感
染
が
疑
わ
れ
る
症

状
が
出
て
も
受
診
を
た
め
ら
い
、
結
果
と
し

て
病
気
の
拡
散
を
招
く
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
や
ハ
ン
セ

ン
病
患
者
等
が
偏
見
や
差
別
の
対
象
と
な
っ

て
き
ま
し
た
。
病
気
へ
の
間
違
っ
た
理
解
に

よ
っ
て
、
患
者･

回
復
者
や
そ
の
家
族
が
あ

ら
ゆ
る
面
で
差
別
や
排
除
な
ど
社
会
か
ら
の

不
当
な
扱
い
を
受
け
、
病
気
と
偏
見
や
差
別

と
い
う
二
重
の
苦
し
み
に
さ
い
な
ま
れ
る
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
も
、

医
学
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
人
権
の

問
題
と
し
て
向
き
合
う
こ
と
が
大
切
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
特
定
の

誰
か
や
団
体
を
誹
謗
中
傷
し
た
り
、
い
じ
め

た
り
す
る
こ
と
は
絶
対
に
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

偏
見
や
差
別
的
な
言
動
に
同
調
せ
ず
、
正
し

い
情
報
に
基
づ
い
た
冷
静
な
判
断
と
行
動
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
も
最
前
線
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
人
、
市
民

生
活
を
支
え
る
仕
事
を
し
て
い
る
人
、
営
業

を
自
粛
・
休
業
し
て
い
る
人
、
外
出
を
自
粛

し
て
い
る
人
な
ど
、
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
の

場
所
で
、
で
き
る
こ
と
に
懸
命
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
感
謝
し
、い
ま
一
度
、

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
を
見
つ
め

直
し
、
み
ん
な
で
支
え
合
っ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

　国民が一丸となって感染の拡大に立ち向かうべきときに、最前
線で検査や治療等尽力している皆さんを傷付けるような不当な差
別や偏見は決してあってはなりません。感染者やその属する施設・
機関、日本に居住する外国人等に対する誤解や偏見に基づく差別
もあってはならないものです。また、DV や虐待の増加も大きな心
配です。私たちは、皆さんの助けになりたいと考えています。
　法務省の人権擁護機関では、差別や虐待等のさまざまな人権
問題について電話やインターネットで相談を受けています。配偶
者やパートナーからのDV にお悩みの人や児童生徒の皆さん、DV
や虐待を見聞きした人も、私たちに連絡ください。秘密は守ります。
安心してください。一人で悩まずにご相談ください。【新型コロナ
ウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ（一部抜粋）】

◦さまざまな人権問題についての相談
みんなの人権 110 番（☎ 0570･003･110）
◦いじめ･虐待など子どもの人権問題に関する相談
子どもの人権 110 番（☎ 0120･007･110）
◦家庭内暴力など女性の人権問題に関する相談
女性の人権ホットライン（☎ 0570･070･810）

【電話受付時間】平日8 時 30 分～17 時15 分
インターネットでも人権相談を受け付けています。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
連
し
た
人
権
へ
の
配
慮
に
つ
い
て

一人で悩まずにご相談ください

子どもはこちら
(SOS-e メール )

大人はこちら

3
つ
の「
感
染
症
」は
つ
な
が
っ
て
い
る

一
人
ひ
と
り
が
気
を
付
け
な
い
と
ワ
タ
シ
は
こ

う
や
っ
て
力
を
つ
け
て
い
く
よ
…

出典：日本赤十字社「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～」

第1の“ 感染症 ”
「病気」

第 2の“ 感染症 ”
「不安」

第 3 の“ 感染症 ”
「差別」

▪
確
か
な
情
報
と
冷
静
な
行
動
を

▪
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に

広報八女 2020.7.17
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八
女
市
で
は
、
ド
ナ
ー
登
録
の
拡

大
と
移
植
医
療
を
推
進
す
る
た
め
、

公
益
財
団
法
人
日
本
骨
髄
バ
ン
ク

（
以
下「
骨
髄
バ
ン
ク
」）が
行
う
骨
髄・

末
梢
血
幹
細
胞
提
供
あ
っ
せ
ん
事
業

に
お
い
て
骨
髄・末
梢
血
幹
細
胞
（
以

下
「
骨
髄
等
」）
を
提
供
し
た
人
に

対
し
、
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

◦
助
成
対
象
者
＝
次
の
す
べ
て
を
満

た
す
人

①
骨
髄
等
の
提
供
時
に
八
女
市
内
に

住
所
を
有
す
る
人

②
骨
髄
バ
ン
ク
が
実
施
す
る
事
業
に

お
い
て
骨
髄
等
の
提
供
を
完
了
し
、

そ
の
証
明
書
類
の
交
付
を
受
け
た
人

※
次
に
該
当
す
る
人
は
助
成
の
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

▽
ド
ナ
ー
休
暇
制
度
が
あ
る
事
業
所

等
に
勤
務
し
て
い
る
人

▽
骨
髄
等
の
提
供
に
対
し
て
、
他
の

自
治
体
の
助
成
金
等
の
交
付
を
受
け

て
い
る
人

◦
助
成
金
の
額
＝
次
に
掲
げ
る
骨
髄

等
の
提
供
に
係
る
通
院
、
入
院
お
よ

び
面
談
を
し
た
日
数
に
２
万
円
を
乗

じ
て
得
た
額
と
し
、
１
回
の
提
供
に

つ
き
14
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

①
健
康
診
断
の
た
め
の
通
院

②
自
己
血
貯
血
の
た
め
の
通
院

③
骨
髄
等
の
採
取
の
た
め
の
入
院

④
提
供
後
の
健
康
診
断
の
た
め
の
通

院⑤
そ
の
他
骨
髄
等
の
提
供
に
関
し
、

骨
髄
バ
ン
ク
が
必
要
と
認
め
る
通
院
、

入
院
お
よ
び
面
談

※
い
ず
れ
も
、
骨
髄
・
末
梢
血
幹
細

胞
の
採
取
術
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す

る
医
療
処
置
に
よ
っ
て
生
じ
た
健
康

被
害
の
た
め
の
も
の
は
除
き
ま
す
。

◦
申
請
方
法
＝
八
女
市
骨
髄
等
移
植

ド
ナ
ー
助
成
金
交
付
申
請
書
（
様
式

第
１
号
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、

申
請
窓
口
へ
持
参
さ
れ
る
か
郵
送
く

だ
さ
い
。

①
骨
髄
バ
ン
ク
が
発
行
す
る
骨
髄
等

の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類

②
骨
髄
等
の
提
供
に
係
る
通
院
、
入

院
お
よ
び
面
談
を
し
た
日
を
証
明
す

る
書
類

③
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書

類※
申
請
時
は
印
鑑
（
認
印
）
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

◦
申
請
期
限
＝
骨
髄
等
の
提
供
を
完

了
し
た
日
か
ら
１
８
０
日
以
内
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
申
請
・
問
い
合
わ
せ
＝
健
康
推

進
課
保
健
総
務
係
（
☎
２
３
・
１

２
０
１
）

実施期間 令和 2 年 7 月１日～令和２年 12 月 31日

対象者 令和 2 年度中に４０・５０・６０・７０歳になる人

受診場所 八女市、筑後市、広川町の指定歯科医院
（案内はがきに指定歯科医院の一覧を掲載しています）

検診内容 問診、歯科検診、歯面清掃

個人負担金 300 円

受診回数 １人に１回限り

個人負担金
が無料にな
る人

①市民税非課税世帯の人
　「八女市がんおよび歯周病検診無料受診証明書」が必要
　です。受診する前に本庁健康推進課または各支所市民生
　活福祉係に申請してください。
②生活保護世帯の人
　「生活保護受給証明書」が必要です。受診する前に本庁福
　祉課で申請してください。

持参するもの 受診券、健康保険証、個人負担金（300 円）、上記の無料
証明書（該当の人のみ）

７
月
か
ら
歯
周
病
検
診
が

は
じ
ま
り
ま
す

八女市健康
ポイント
事業対象

※問診票は受診する歯科医院で記入してください。
◎歯周病は 40 歳以降に歯を失う原因の第 1 位です。
◎対象者はぜひこの機会に歯周病検診を受け、
お口の状態を確認しましょう。

八
女
市
で
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
歯
・
口
腔
の
健
康
を
保
ち
、
い
つ
ま
で
も
健
康
な
生
活
を

送
る
た
め
に
７
月
か
ら
歯
周
病
検
診
を
実
施
し
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
６
月
中
旬
頃
に
圧
着

は
が
き
の
受
診
券
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
受
診
す
る
際
は
、
事
前
に
歯
周
病
検
診
指
定
歯

科
医
院
に
予
約
が
必
要
で
す
。
ま
た
、受
診
当
日
は
受
診
券
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◦問い合わせ＝
健康推進課
保健総務係

（☎ 23・1201）

歯
周
病
検
診

骨
髄
バ
ン
ク

骨
髄
・
末
梢
血
幹
細
胞
の
提
供
者
に

助
成
金
を
交
付
し
ま
す
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八
女
市
立
学
校
へ
入
学
す
る
場
合
は
、
住

所
に
よ
り
入
学
す
る
学
校
が
決
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
指
定
校
と
言
い
ま
す
。
こ
の

指
定
校
以
外
に
、
保
護
者
お
よ
び
児
童
等
が

各
学
校
の
特
色
を
理
解
し
た
上
で
、
希
望
に

よ
り
入
学
す
る
学
校
を
選
べ
る
制
度
が
「
学

校
選
択
制
」
で
す
。

　

令
和
３
年
度
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
へ

入
学
ま
た
は
義
務
教
育
学
校
７
年
生
へ
進
級

す
る
児
童
生
徒
等
を
対
象
に
、
次
の
期
間
に

学
校
選
択
希
望
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

・
受
付
期
間
＝
11
月
2
日
㈪
～
11
月
16
日
㈪

　

今
回
の
学
校
選
択
希
望
申
請
か
ら
、
事
前

に
入
学
希
望
校
の
学
校
説
明
会
・
親
子
面
接

へ
の
参
加
お
よ
び
申
請
時
の
誓
約
書
提
出
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

学
校
選
択
制
で
指
定
校
以
外
の
学
校
へ
入

学
を
希
望
す
る
人
は
、
下
記
の
日
程
を
ご
確

認
い
た
だ
き
、
入
学
希
望
校
へ
事
前
に
連
絡

の
上
、
学
校
説
明
会
お
よ
び
、
親
子
面
接
会

に
必
ず
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
通
学
区
域
制
度
は
継
続
し
ま
す
の

で
、
期
間
内
に
学
校
選
択
希
望
申
請
を
さ
れ

な
い
場
合
は
指
定
校
へ
の
入
学
と
な
り
ま
す
。

　

対
象
の
皆
さ
ん
に
は
別
途
お
知
ら
せ
を
配

布
し
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

◦
問
い
合
わ
せ
＝
学
校
教
育
課
（
☎
２
３
・

１
９
５
４
）

学校選択制が変わります！令和３年度に八女市立学校へ入学する皆さん

【小学校】
学校名 電話番号 学校説明会日時 親子面接会日時 会　場

福島小学校 22・3121   9 月 14 日㈪～ 18 日㈮ 15:30 ～ 説明会同日　説明終了後 ミーティングルーム
長峰小学校 22・4601 10 月 16 日㈮ 15:00 ～ 説明会同日　説明終了後 ミーティングルーム
上妻小学校 22・4401   8 月   3 日㈪～ 5 日㈬ 16:00 ～ 説明会同日　説明終了後 会議室
三河小学校 22・5001  9 月   7 日㈪～ 11 日㈮ 14:00～ 16:00※随時対応 説明会同日　説明終了後 ミーティングルーム
八幡小学校 22・4801   9 月 30 日㈬ 15:30 ～ 説明会同日　説明終了後 ミーティングルーム
忠見小学校 22・5201 10 月 14 日㈬ 14:00 ～ 説明会同日　説明終了後 職員室
川崎小学校 22・5301 10 月 12 日㈪ 14:00 ～ 説明会同日　説明終了後 校長室
岡山小学校 22・4701   7 月 31 日㈮ 15:00 ～ 説明会同日　説明終了後 視聴覚室
黒木小学校 42・0039 10 月 12 日㈪ 15:00 ～ 説明会同日　説明終了後 和室
黒木西小学校 42・0251   8 月  4 日㈫ 15:00 ～ 17:00 説明会同日　説明終了後 会議室
筑南小学校 22・2515 10 月 30 日㈮ 13:00 ～ 説明会同日　説明終了後 体育館
立花小学校 37・0023 10 月 21 日㈬～ 27 日㈫ 16:00 ～ 10 月27日㈫ 説明終了後 校長室
星野小学校 52・2013 10 月 29 日㈭ 10:00 ～ 10:30 説明会同日　説明終了後 校長室

【中学校】
学校名 電話番号 学校説明会日時 親子面接会日時 会　場

福島中学校 22・4207 10 月14 日㈬ 14:00 ～ 16:30 10 月 23 日㈮ 17:00 ～ 19:00 会議室
南　中学校 22・4407 10 月12 日㈪ ～ 16 日㈮※期間中随時対応 10 月 23 日㈮ 17:00 ～ 19:00 体育館ミーティングルーム
見崎中学校 22・5207 10 月15 日㈭ 16:00 ～ 10 月 23 日㈮ 17:00 ～ 19:00 職員室
西　中学校 22・4807 10 月 23 日㈮ 17:00 ～ 説明会同日　説明終了後 ミーティングルーム
黒木中学校 42・0109 9 月23日㈬ 16:00 ～ 17:00 ※別日も対応可 10 月 23 日㈮ 17:00 ～ 19:00 事務室
筑南中学校 35・0300 10 月 23 日㈮ 15:00 ～ 説明会同日　説明終了後 体育館／校長室
立花中学校 37・0041 9 月 23 日㈬～ 29日㈫ 15:00 ～ 17:00 10 月 23 日㈮ 17:00 ～ 19:00 事務室
星野中学校 52・2012 10 月19 日㈪ 15:00 ～ 16:00 10 月 23 日㈮ 17:00 ～ 19:00 校長室

【義務教育学校】
学校名 電話番号 学校説明会日時 親子面接会日時 会　場

上陽北汭学園 54・2030 10 月16 日㈮ 17:00 ～ 10 月 23 日㈮ 17:00 ～ 19:00 校長室
矢部清流学園 47・2041  9 月 30 日㈬ 15:00 ～ 17:00 10 月 23 日㈮ 17:00 ～ 19:00 体育館／職員室

▼令和３年度入学学校選択制　学校説明会および親子面接会日程
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国
保
税
は
世
帯
分
を
世
帯
主
が

納
付
し
ま
す
。
税
額
は
、
世
帯
の

国
保
加
入
者
そ
れ
ぞ
れ
の
「
医
療

分
」「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」
の

所
得
割
と
均
等
割
、
平
等
割
の
合

計
に
な
り
ま
す
。
40
歳
か
ら
64
歳

の
国
保
加
入
者
が
い
る
場
合
、
こ

れ
に「
介
護
分
」が
加
わ
り
ま
す（
税

率
表
参
照
）。
今
回
の
納
税
通
知

書
は
令
和
２
年
度
の
税
額
を
お
知

ら
せ
す
る
も
の
で
、
7
月
か
ら
3

月
ま
で
の
９
期
（
年
金
か
ら
徴
収

す
る「
特
別
徴
収
」の
世
帯
は
６
期
）

に
分
け
て
の
納
付
に
な
り
ま
す
。

　

４
月
か
ら
７
月
初
旬
ま
で
に
社

保
加
入
・
離
脱
な
ど
の
届
出
を
し

た
世
帯
は
、変
更
後
の
税
額
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
そ
の
都

度
、
ま
た
窓
口
で
計
算
で
き
な
い

分
は
届
出
を
し
た
月
の
翌
月
以
降

に
変
更
後
の
税
額
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
年
度
途
中
で
75
歳
に
な
り
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
誕
生
日

の
前
月
ま
で
で
計
算
し
て
い
ま
す
。

国
保
税
は
加
入
し
た
月
（
実
際
に

転
入
や
会
社
の
健
康
保
険
を
脱
退

し
た
日
を
含
む
月
）
か
ら
計
算
し

月
割
り
で
課
税
し
ま
す
。
届
出
が

遅
れ
た
ら
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
特
別
徴
収
】
次
の
す
べ
て
に
あ
て

は
ま
る
場
合 

①
４
月
１
日
時
点
で

世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
お
り
、

世
帯
の
国
保
加
入
者
全
員
が
65
歳

～
74
歳
で
あ
る
。
②
国
保
世
帯
主

が
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受

給
し
て
い
る
。
③
国
保
世
帯
主
が

介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収
対
象
者

で
、
そ
の
介
護
保
険
料
と
国
民
健

康
保
険
税
の
合
計
額
が
年
金
支
給

額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
。

　

今
年
度
か
ら
特
別
徴
収
に
な
る

世
帯
は
、
第
１
～
３
期
分
を
普
通

徴
収
で
、
第
４
～
９
期
分
を
10
月
、

12
月
、
２
月
の
年
金
か
ら
徴
収
し

ま
す
。
す
で
に
特
別
徴
収
の
世
帯

は
、
令
和
２
年
２
月
の
年
金
か
ら

の
徴
収
額
と
同
額
を
「
仮
徴
収
」

と
し
て
４・６・８
月（
※
）
に
年
金

か
ら
徴
収
し
ま
す
。
そ
し
て
決
定

し
た
年
税
額
か
ら
仮
徴
収
分
を
差

し
引
い
た
額
を
「
本
徴
収
」
と
し

て
10
・
12
・
２
月
の
３
回
に
分
け

て
年
金
か
ら
徴
収
し
ま
す
。
※
今

年
度
の
仮
徴
収
額
と
本
徴
収
額
に

大
き
な
差
が
生
じ
る
場
合
は
８
月

以
降
の
徴
収
額
を
調
整
し
ま
す
。

【
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
変

更
し
た
い
場
合
】
申
請
に
よ
り
納

付
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
国
保
税
の
滞

納
が
な
い
世
帯
で
口
座
振
替
の
登

録
が
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
み
で
す
。

【
世
帯
の
所
得
に
よ
る
軽
減
】
前

年
度
の
世
帯
の
所
得
が
基
準
額
以

下
の
場
合
、
そ
の
基
準
に
応
じ
て

国
保
税
の
均
等
割
と
平
等
割
を
７

割
、
５
割
、
２
割
軽
減
し
ま
す
。

【
非
自
発
的
失
業
者
の
軽
減
】
倒

産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
で
離

職
し
た
人
の
給
与
所
得
を
30
％
と

み
な
し
て
国
保
税
を
計
算
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
問
い
合
わ
せ
の

う
え
、
該
当
す
る
場
合
は
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
が
発
行
し
た
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
と
印
鑑
を
持
参
し
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
軽
減
】

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
一
定
程
度
収
入

が
下
が
る
な
ど
し
た
世
帯
に
対
し

て
、
国
民
健
康
保
険
税
を
免
除
ま

た
は
減
額
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

◦
対
象
世
帯
＝
ア
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、
世
帯
主

が
死
亡
し
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を

負
っ
た
世
帯
イ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
世

帯
主
の
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、

山
林
収
入
ま
た
は
給
与
収
入
（
以

下
「
事
業
収
入
等
」）
の
減
少
が
見

込
ま
れ
、
次
の
①
～
③
ま
で
の
全

て
に
該
当
す
る
世
帯

◦
要
件
＝
①
事
業
収
入
等
の
い
ず

れ
か
の
減
少
額
が
前
年
の
当
該
事

業
収
入
等
の
額
の
10
分
の
３
以
上

で
あ
る
こ
と
。
②
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が
１
千
万
円
以
下
で
あ
る

こ
と
。
③
減
少
す
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
事
業
収
入
等
に
係
る
所
得

以
外
の
前
年
の
所
得
の
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

◦
減
免
の
対
象
と
な
る
保
険
税
＝

令
和
元
年
度
分
お
よ
び
令
和
2
年

度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
で
、
令

和
2
年
2
月
1
日
か
ら
令
和
3
年

医療分 後期支援分 介護分（40 ～ 64歳の人）

所得割 （令和元年中の総所得額等
　　　　　－33万円）×8.2％

（令和元年中の総所得額等
　　　　－33万円）×2.7％

（令和元中の総所得額等
　　　　－33万円）×2.3％

均等割 被保険者１人当たり　24,000円 被保険者１人当たり　7,300円 被保険者１人当たり　9,000円 
平等割 １世帯当たり　24,000円 １世帯当たり　7,000円 １世帯当たり　7,000円

賦課限度額 630,000円 190,000円 170,000円

令和 2 年度 国保税税率表※青字の部分が今回変更になったところです。

◦国保税は医療分＋後期支援分＋介護分（40 歳～ 64 歳の人）の合計になります。
◦所得割、均等割は被保険者ごと、平等割は世帯ごとに計算します。
◦医療分、後期支援分、介護分を計算した税額がそれぞれの限度額を超えた場合、賦課限度額の税額になります。

【
問
い
合
わ
せ
】
健
康
推
進
課
国
民
健
康
保
険
係
（
☎
２
３・１
１
１
６
）
／
黒
木
支
所
市
民
生
活
福
祉
係
（
☎
４
２・１
１
１
３
）

／
立
花
支
所
市
民
生
活
福
祉
係
（
☎
２
３・４
９
３
２
）
／
上
陽
支
所
市
民
生
活
福
祉
係
（
☎
５
４・２
２
１
８
）
／
矢
部
支
所

市
民
生
活
福
祉
係
（
☎
２
４・９
１
４
２
）
／
星
野
支
所
市
民
生
活
福
祉
係
（
☎
５
２・３
１
１
３
）

令
和
２
年
度
国
民
健
康
保
険
税

国
保
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

６
月
の
市
議
会
で
、
本
年
度
の
八
女
市
の
国
民
健
康
保
険
税
（
以
下
、

国
保
税
）の
税
率
が
決
ま
り
ま
し
た
。７
月
中
旬
ご
ろ
国
民
健
康
保
険（
以

下
、
国
保
）
の
被
保
険
者
世
帯
に
、
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。
本

年
度
の
税
率
は
昨
年
度
と
同
じ
で
す
が
、
法
律
の
改
正
に
よ
り
、
軽
減

措
置
の
所
得
基
準
額
と
賦
課
限
度
額
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。
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現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
（
以
下
「
保

険
証
」）
の
有
効
期
限
は
７
月

31
日
ま
で
で
す
。
８
月
１
日
か

ら
使
用
す
る
新
し
い
保
険
証
を

７
月
中
に
各
世
帯
に
簡
易
書

留
郵
便
で
送
り
ま
す
。
ま
た
、

70
～
74
歳
の
人
に
は
、
保
険

証
と
高
齢
受
給
者
証
の
機
能

を
一
体
化
し
た
「
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給

者
証
」
を
交
付
し
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
が
届
い
て
か

ら
７
月
31
日
ま
で
の
間
に
転
入

や
転
出
、
社
会
保
険
へ
の
変
更

な
ど
に
よ
り
国
民
健
康
保
険

の
手
続
き
が
必
要
な
人
は
、
手

続
き
に
令
和
元
年
度
（
オ
レ
ン

ジ
色
）
と
令
和
２
年
度
（
緑

色
）
の
２
枚
の
保
険
証
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
「
認
定
証
」
は
、

７
月
31
日
で
有
効
期
限
を
迎
え
ま

す
。
引
き
続
き
８
月
以
降
も
「
認

定
証
」
が
必
要
な
人
は
、
８
月
中
に

更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
※
７
月
中
は
更
新
で
き
ま
せ
ん
）

　
「
認
定
証
」
は
申
請
月
の
初
日

か
ら
有
効
と
な
り
ま
す
。（「
認
定

証
」
は
入
院
・
高
額
外
来
時
に
必

要
に
な
り
ま
す
。
医
療
機
関
へ
提

示
す
る
と
、
ひ
と
月
の
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
の
窓
口
負
担
と
な
り

ま
す
）。
８
月
以
降
に
窓
口
で
交
付

す
る
「
認
定
証
」
の
有
効
期
限
は

令
和
３
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

⃝

持
っ
て
く
る
も
の
＝
▽
国
民
健

康
保
険
証
（
認
定
を
受
け
る
人

の
分
） 

▽
現
在
お
持
ち
の
「
限
度

額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は
「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」 

▽
世
帯
主
の
認
印 

▽

個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド
（
世

帯
主
お
よ
び
認
定
を
受
け
る
人
の

も
の
） 

▽
窓
口
に
お
越
し
の
人
の

身
分
証
明
書
※
非
課
税
世
帯
の

人
で
、
過
去
１
年
間
に
91
日
以
上

入
院
し
た
場
合
、
長
期
入
院
の
認

定
を
す
る
た
め
に
は
領
収
証
（
最

近
分
で
91
日
以
上
）
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
※
重
度
障
害
者
医
療

証
を
お
持
ち
の
人
で
住
民
税
非

課
税
の
世
帯
に
属
す
る
人
は
、
医

療
機
関
で
「
認
定
証
」
を
提
示

す
る
と
、
入
院
時
の
自
己
負
担
日

額
５
０
０
円
が
３
０
０
円
に
減
額

さ
れ
ま
す
。
※
「
認
定
証
」
を
お

持
ち
で
な
く
入
院
等
の
予
定
の
あ

る
人
は
、事
前
に
相
談
く
だ
さ
い
。

⃝

問
い
合
わ
せ
＝
健
康
推
進

課
国
民
健
康
保
険
係
（
☎

２
３・１
１
１
６
）
ま
た
は
各
支

所
市
民
生
活
福
祉
係

　

保
険
税
を
納
め
な
い
で
い
る

と
、
未
納
の
期
間
に
よ
っ
て
措

置
が
と
ら
れ
ま
す
。

①
督
促
状
な
ど
が
送
付
。

②
保
険
証
の
有
効
期
間
が
短
く

な
り
ま
す
。

③
１
年
以
上
滞
納
す
る
と
、
医

療
費
を
い
っ
た
ん
全
額（
10
割
）

自
己
負
担
し
、
国
保
の
窓
口
へ
給

付
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④
１
年
６
か
月
以
上
滞
納
す
る

と
、
保
険
給
付
が
一
時
差
し
止

め
ら
れ
ま
す
。

保険税は納期内に納めましょう

3
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
期
限
を

設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
。

※
令
和
2
年
1
月
以
前
の
国
保
加

入
に
つ
い
て
、
14
日
過
ぎ
て
届
出

さ
れ
る
場
合
は
、
令
和
2
年
の
2

月
、
3
月
に
か
か
る
保
険
税
額
の

み
が
減
免
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◦
減
免
割
合
＝

ア
に
該
当
す
る
場
合･･･

全
額
免
除

イ
に
該
当
す
る
場
合･･･ 

表
１
の

対
象
保
険
税
額
（
Ｄ
）
に
表
2
の

減
額
又
は
免
除
の
割
合
（
Ｅ
）
を

乗
じ
た
金
額
が
保
険
税
減
免
額
。

◦
必
要
書
類
＝

ア
に
該
当
す
る
場
合
▽
申
請
者
の

本
人
確
認
書
類
（
顔
写
真
付
証

明
書
１
枚
、
ま
た
は
そ
の
他
証
明

書
２
枚
）
▽
国
民
健
康
保
険
税
減

額
（
免
除
）
申
請
書
※
▽
世
帯
主

が
死
亡
し
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を

負
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類

▽
印
鑑

イ
に
該
当
す
る
場
合･･･

▽
申
請
者

の
本
人
確
認
書
類
（
顔
写
真
付
証

明
書
１
枚
、
ま
た
は
そ
の
他
証
明

書
２
枚
）
▽
国
民
健
康
保
険
税
減

額
（
免
除
）
申
請
書
※
１
▽
収
入

申
告
書
と
そ
の
収
入
額
を
証
す
る

書
類
で
き
る
書
類
※
１
▽
印
鑑

（
※
申
請
書
は
八
女
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い

た
だ
く
か
、
各
担
当
窓
口
で
お
受

け
取
り
く
だ
さ
い
。
ご
連
絡
い
た

だ
け
れ
ば
郵
送
し
ま
す
）

※事業等の廃止や失業の場合には、表1対象保険税に
ついては全額免除

対象保険税額(D)　＝　(A)×(B) / (C) 

(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険
税額
(B)減少することが見込まれる事業収入等に係る前年
の所得額（減少することが見込まれる事業収入等が
２以上ある場合はその合計額）
(C)被保険者の属する世帯主および当該世帯に属する
全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

前年の合計所得 減額または免除の割合(E）
300万円以下であるとき 対象保険税額の全額
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
の
更
新
に
つ
い
て

国
保
加
入
者
で
認
定
証

な
ど
を
お
持
ち
の
人
へ

▼表1

▼表2



122020.7.1  広報八女

　　

昭
和
20
年
７
月
27
日
、
Ｂ
29

が
大
牟
田
市
を
空
爆
中
被
弾
、

上
陽
町
下
横
山
に
墜
落
。
機
体

は
散
乱
し
、
搭
乗
員
２
名
が
即

死
。
そ
の
他
は
捕
虜
と
な
る
。

《
証
言
１
》

　
「
大
牟
田
方
面
の
空
襲
の
た
め

近
所
の
人
々
が
、
不
安
な
面
持

ち
で
西
方
の
空
を
見
上
げ
て
い

る
。
山
の
向
こ
う
か
ら
は
爆
音
と

と
も
に
、
絶
え
ず
砲
弾
の
音
が

鈍
く
鳴
り
響
い
て
い
た
。
突
如
、

ガ
ガ
ー
ッ
と
い
う
聞
い
た
こ
と

も
な
い
よ
う
な
音
が
響
き
渡
り
、

西
南
の
方
向
か
ら
赤
や
青
い
火

を
噴
い
て
、
Ｂ
29
の
巨
大
な
塊

が
飛
来
し
た
か
と
思
う
と
、
北

東
の
山
に
消
え
、
一
瞬
地
響
き
を

伴
っ
た
轟
音
。
１
０
０
個
ほ
ど
の

花
火
を
同
時
に
打
ち
上
げ
た
か

の
よ
う
だ
っ
た
」

《
証
言
２
》

　
「
14
歳
の
私
は
西
の
集
落
に
住

ん
で
い
た
。
恐
ろ
し
く
大
き
な
音

が
す
る
の
で
、外
に
飛
び
出
す
と
、

ギ
ラ
ギ
ラ
光
る
巨
大
な
爆
撃
機

が
炎
と
な
っ
て
木
浦
の
山
に
墜

落
し
て
い
っ
た
。
警
防
団
の
人
が

『
警
戒
警
報
！
カ
ク
レ
テ
ク
ダ
サ

イ
！
』
と
引
き
つ
る
よ
う
な
声
で

何
度
も
叫
び
、
そ
の
後
、
低
空

で
Ｂ
29
が
旋
回
す
る
の
が
見
え

た
。
当
時
高
等
小
学
の
１
年
生

で
あ
っ
た
が
、
男
手
の
な
い
女
ば

か
り
の
家
の
麦
取
り
の
加
勢
や
、

村
の
老
婆
の
指
導
で
カ
ヤ
を
紐

で
編
ん
だ
炭
ド
ラ
（
俵
）
作
り

の
作
業
ば
か
り
。
そ
の
ほ
か
、
タ

ン
ポ
ポ
の
茎
の
皮
や
ス
ス
キ
の
穂

集
め
の
作
業
ば
か
り
に
明
け
暮

れ
、
勉
強
な
ど
何
も
な
か
っ
た
」

語
る
老
女
は
唇
を
噛
ん
だ
。

《
そ
の
他
の
証
言
》

　

翌
日
、
警
防
団
、
義
勇
軍
、

予
備
士
官
幹
部
候
補
生
の
兵
な

ど
、
国
土
防
衛
隊
支
部
と
の
連

携
の
も
と
、
索
敵
行
動
の
山
狩

り
が
一
斉
に
展
開
さ
れ
た
。

　

あ
る
老
人
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、

当
時
急
な
召
集
ゆ
え
、
知
ら
ず

に
魚
を
獲
り
に
行
っ
て
い
て
、
後

に
司
令
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、「
非

常
時
に
何
事
か
！
馬
鹿
も
ん

が
！
」
と
ず
い
ぶ
ん
ビ
ン
タ
を
張

ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

数
日
し
て
、
米
兵
が
１
人
、

２
人
と
捕
縛
さ
れ
、
尋
問
と
各

地
か
ら
の
情
報
収
集
に
よ
り
、

搭
乗
員
が
12
名
で
、
そ
の
う
ち

即
死
者
が
２
名
（
１
人
は
パ
ラ

シ
ュ
ー
ト
の
ま
ま
に
木
に
掛
か
り

絶
命
。
も
う
１
人
は
燃
え
続
け

る
Ｂ
29
の
下
方
の
田
に
投
げ
出

さ
れ
即
死
）
だ
っ
た
。
そ
の
後
、

遺
体
は
近
く
の
炭
窯
の
中
に
入

れ
て
あ
っ
た
が
、
住
民
に
よ
り
掘

り
出
さ
れ
て
現
場
近
く
の
山
頂

に
て
い
ね
い
に
埋
葬
さ
れ
た
。
戦

後
、
進
駐
軍
の
案
内
で
訪
れ
た

遺
族
に
よ
り
、
感
謝
の
言
葉
が

述
べ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

数
夜
山
中
を
さ
ま
よ
っ
た
米

兵
も
食
物
が
な
く
、
水
車
小
屋

の
生
麦
を
食
べ
た
り
し
て
い
た

が
、
集
落
近
く
の
山
道
で
住
民

と
遭
遇
、
投
降
し
た
の
で
軍
隊

が
来
る
ま
で
集
落
の
電
柱
に
繋

が
れ
て
い
た
。
戦
死
者
を
出
し
て

い
る
遺
族
は
い
ら
だ
ち
、
竹
で
た

た
く
者
も
あ
っ
た
と
い
う
。ま
た
、

別
の
場
所
で
は
憲
兵
が
、『
そ
れ

以
上
の
こ
と
を
す
れ
ば
捕
虜
取

り
扱
い
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
協
定
に
違

反
す
る
』
と
間
に
入
り
、
止
め
る

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
星
野
、下
横
山
、

上
横
山
や
広
川
辺
り
で
も
投
降

し
、
久
留
米
に
連
行
さ
れ
た
。

　

国
民
学
校
教
室
の
椅
子
に
座

ら
さ
れ
縛
ら
れ
た
捕
虜
は
、
別
の

証
言
者
に
よ
る
と
、
住
民
や
山

狩
り
の
軍
関
係
、
憲
兵
や
通
訳

な
ど
に
取
り
囲
ま
れ
、
特
に
敗

戦
濃
き
中
で
子
ど
も
で
さ
え
鬼

畜
米
英
を
唱
え
る
時
、
殺
気
立

ち
血
走
っ
た
目
の
渦
に
さ
ら
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
国
民
学
校
の
子

ど
も
た
ち
を
一
列
に
並
ば
せ
、
一

人
一
人
に
捕
虜
を
殴
打
さ
せ
た
。

米
兵
の
赤
く
晴
れ
上
が
っ
た
顔
が

異
様
だ
っ
た
と
い
う
。

　
２
週
間
を
過
ぎ
、
敗
戦
と
な
っ

た
。
ト
ラ
ッ
ク
で
連
行
さ
れ
た
捕

虜
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
、

い
ろ
い
ろ
な
憶
測
が
飛
び
交
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
戦
後
戦

犯
な
ど
の
処
理
が
予
想
さ
れ
る
の

で
、
関
係
者
の
口
は
固
く
閉
じ

ら
れ
、詳
細
を
知
る
人
は
い
な
い
。

　

あ
る
友
人
は
子
ど
も
だ
っ
た

終
戦
当
時
、
近
所
の
噂
で
子
ど

も
は
殺
さ
れ
て
犬
の
エ
サ
に
さ
せ

ら
れ
る
と
聞
い
て
、
毎
晩
、
長
持

ち
に
隠
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
進
駐

軍
に
捕
ま
る
夢
を
見
た
と
い
う
。

い
か
に
戦
争
が
普
通
の
人
間
の

心
を
壊
す
も
の
か
。
知
ら
な
い
者

同
士
が
憎
し
み
あ
い
、
命
を
奪

う
最
た
る
差
別
。
戦
争
と
い
う

人
間
の
不
条
理
。
人
が
人
を
思

い
合
う
平
和
の
尊
さ
を
今
さ
ら

に
感
じ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
野
中
鐵
也
（
上
陽
町
）

八
女
で
地
上
戦
？

Ｂ
29
爆
撃
機
墜
落
の
こ
と

Ｂ
29
爆
撃
機
が
墜
落

鬼
畜
米
英
と
唱
え

戦
後
、
口
は
固
く
閉
ざ
さ
れ

②

　1944 年から 1945 年
にかけて行われた。
　昭和20年7 月27日、
アメリカ陸軍第 21 爆撃
集団隷下の第 314 爆撃
団により大牟田市に対
する空襲が実施された。
本空襲には B-29 爆撃
機 124 機が参加し、約
875トンという焼夷弾
を投下した。6 月 18 日
に続き 2 度の空襲によ
り大牟田の市街地はほ
ぼ焼失した。『大牟田
市史』によれば被災戸
数 8,230 戸、 被 災 者
41,088 人、死傷者 867
人の被害を出した。

（Wikipedia より）

大牟田空襲

Ｂ 29 が墜落した付近

「
み
み
が
く 

れ
き
し
さ
ん
ぽ
」

※
題
字
は
野
中
さ
ん
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令和3 6
30

あなたの声を届けてください！
皆さんが日ごろ八女市に対して思っていることを、市長に届けてくだ
さい。将来の八女市づくりのため問題点は改善し、建設的な内容につ
いては実現に向けて努力してまいります。なお、市の事務と関係ない
ものについては回答しておりませんので、ご了承ください。
○市長室直通ファクスも市内からは無料でご利用いただけます。
　　０１２０・２４・４５５４（フリーダイヤル）

《回答が必要な方は、住所・氏名・電話番号の記入をお願いします。》

８３４ ８７９０八女局

料金受取人払郵便

　次の催しは新型コロナウイルス予防・拡散防止の
ために中止になりました。

日にち 催　し 問い合わせ

7月 岩崎の子ども川まつり
（市指定無形民俗文化財） 中止 文化振興課

（☎23・1982）

7月 こっぱげ面（長尾地
区、三坂・的別当地区） 中止 星野支所　

（☎52・3112）
8月 よかっ祭 中止

7/15 上陽祇園祭お神輿巡
幸 中止 八女市商工会

（☎42・0153）
7/22 黒木納涼花火大会 中止

7/18
㈯

岩﨑記代子八女の音楽
のひろば

中止
※次回は
10/17 ㈯

観光振興課
（☎23・1192）

9 月
八女のまつり「あかり
とちゃっぽんぽん」 中止
光と音楽の花火大会

9 月 西勝寺寄席（放生会・
町屋まつり協賛） 中止 西勝寺

（☎24・3411）

催しの中止・延期について

　

八
女
市
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
は
、

24
時
間
対
応
可
能
な
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
方
式
に
よ
り
、自
宅
で
の
生
活

に
不
安
を
感
じ
て
い
る
高
齢
者
な

ど
の
見
守
り
を
行
い
ま
す
。

◦
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
＝
①
「
緊
急
」

ボ
タ
ン
に
よ
る
緊
急
時
の
通
報
（
救

急
車
の
手
配
な
ど
）

②
「
相
談
」ボ
タ
ン
に
よ
る
相
談
対

応
お
よ
び
タ
ク
シ
ー
な
ど
必
要
な

事
業
者
の
手
配

③
月
１
回
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
か
ら

の「
声
か
け
」に
よ
る
安
否
確
認

◦
利
用
で
き
る
人
＝
①
お
お
む
ね

65
歳
以
上
の
一
人
ぐ
ら
し
高
齢
者
の

人
②
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
高
齢

者
の
み
世
帯
の
人
③
一
人
ぐ
ら
し
の

重
度
身
体
障
害
者
の
人
④
そ
の
他

利
用
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
人

◦
利
用
者
負
担
＝
月
額
４
０
０
円

（
通
常
、設
置
作
業
の
費
用
と
通
話

料
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
）

◦
問
い
合
わ
せ
＝
介
護
長
寿
課
高

齢
者
支
援
係
（
☎
２
３
・
１
３
０

８
）
ま
た
は
、各
支
所
市
民
生
活
福

祉
係

八 女市緊 急 通
報システム事業
について

高齢者を
見守ります　

八
女
市
で
は
、市
内
で
新
規
創
業
を
予
定

さ
れ
て
い
る
人
を
対
象
に
補
助
制
度
を
創

設
し
、八
女
市
商
工
会
お
よ
び
八
女
商
工
会

議
所
と
連
携
し
て
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

詳
細
は
八
女
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
商
工
振
興
課
商
工
振
興
係
（
☎
２

３
・
１
１
８
９
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。こ
の
補
助
制
度
の
活
用
は
、
次
の
創
業

塾
を
受
講
さ
れ
る
こ
と
が
申
請
要
件
で
す
。

　

創
業
に
お
け
る
知
識
習
得
や
新
規
開
業

時
の
具
体
的
な
事
業
計
画
・
資
金
計
画
の
立

て
方
、実
践
的
な
経
営
な
ど
、必
要
な
知
識

を
身
に
つ
け
る
た
め
に
開
催
す
る
短
期
集
中

型
の
創
業
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。

◦
受
講
料
＝
八
女
市
民
３
千
円
、八
女
市
民

以
外
５
千
円

◦
定
員
＝
15
人
程
度

◦
開
催
日
時
＝
７
月
18
日
㈯
・
19
日
㈰
両
日

と
も
９
時
～
17
時
※
２
日
間
受
講
必
要
。

◦
開
催
場
所
＝
八
女
商
工
会
議
所

◦
申
込
・
問
い
合
わ
せ
＝
▽
八
女
市
商
工
会

（
☎
４
２
・
０
１
５
３
）
▽
八
女
商
工
会
議

所
（
☎
２
２
・
５
１
６
１
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状

況
に
よ
っ
て
は
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。マ
ス
ク
着
用
で
お
願
い
し
ま
す
。

「
八
女
市
新
規
創
業
補
助
金
」
の
申
請
や
新
規
創
業
資
金
等
の
借
り

入
れ
予
定
の
皆
さ
ま
へ　
～
補
助
制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
～

八
女
創
業
塾
の
受
講
生
を
募
集
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消費生活
そうだん

20
代
の
若
者
の
消
費
者
ト
ラ

ブ
ル
が
急
増
し
て
い
ま
す
！

①
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
セ
ー
ル
ス

【
事
例
】
量
販
店
の
駐
車
場
で
結
婚
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
応
じ
た
。
30
分

ほ
ど
談
笑
し
な
が
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答

え
る
と
「
近
く
の
会
場
で
展
示
会
を
す

る
の
で
来
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
、
後
日

指
定
さ
れ
た
場
所
に
行
く
と
小
さ
な
事

務
所
だ
っ
た
。
そ
こ
で
「
将
来
の
結
婚

に
備
え
て
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
買
わ
な
い

か
」
と
数
時
間
に
渡
っ
て
勧
誘
を
受
け

た
。
断
り
き
れ
ず
総
額
１
０
０
万
円
の

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
ロ
ー
ン
で
購
入
し
た
。

【
解
説
】
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
メ
ー
ル
、
電
話
な
ど

で
展
示
会
場
や
事
務
所
に
出
向
く
よ
う

ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
（
予
約
）
を
と
り
、

そ
こ
で
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
勧
誘
す
る

商
法
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
販
売
す

る
目
的
を
明
ら
か
に
せ
ず
近
づ
い
た
り
、

社
会
に
不
慣
れ
な
若
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
、
将
来
へ
の
希
望
を
逆
手
に
と
っ
て
長

時
間
、
強
引
な
勧
誘
で
契
約
を
迫
る
と

い
う
手
口
で
す
。
店
舗
と
は
い
え
な
い
場

所
で
勧
誘
し
契
約
さ
せ
た
場
合
、
原
則

「
訪
問
販
売
」
に
該
当
し
、
販
売
す
る
目

的
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
近
づ
く
こ
と
の

禁
止
や
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
（
無
条
件
解

約
）
の
適
用
な
ど
、
法
律
の
規
制
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
出
会
い
系
サ
イ
ト

【
事
例
】「
高
額
賞
金
を
受
け
取
る
権
利

に
当
選
し
ま
し
た
」と
メ
ー
ル
が
届
い
た
。

興
味
を
引
か
れ
、
受
け
取
り
申
請
の
ボ

タ
ン
を
押
し
た
。
す
る
と
「
パ
ス
ワ
ー
ド

発
行
の
た
め
５
千
円
を
決
済
し
て
く
だ

さ
い
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
で
決
済
し
た
。
そ
の
後
も
「
海

外
か
ら
の
送
金
の
保
証
金
と
し
て
１
万

円
」「
正
式
依
頼
の
た
め
3
万
円
」「
送

金
に
関
し
て
非
課
税
に
す
る
た
め
７
万

円
」
な
ど
次
々
と
指
示
さ
れ
、
結
局

20
万
円
以
上
決
済
し
た
。

【
解
説
】「
当
選
し
ま
し
た
」「
芸
能
人
の

相
談
に
の
っ
て
ほ
し
い
」
な
ど
興
味
を
引

く
内
容
の
メ
ー
ル
を
送
り
つ
け
、
お
金

を
だ
ま
し
取
る
手
口
で
す
。
場
合
に
よ
っ

て
は
、
出
会
い
系
サ
イ
ト
へ
と
巧
み
に
誘

導
し
、
サ
ク
ラ
と
呼
ば
れ
る
偽
の
相
手

を
登
場
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
お

礼
を
す
る
」「
会
い
た
い
」
な
ど
不
必
要

に
話
を
引
き
延
ば
し
、
メ
ー
ル
の
送
受

信
の
た
め
の
サ
イ
ト
内
ポ
イ
ン
ト
を
購

入
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
当
然
お
金
を

受
け
取
る
こ
と
も
、
相
手
と
出
会
う
こ

と
も
で
き
ず
に
連
絡
が
取
れ
な
く
な
る

と
い
う
も
の
で
す
。

　

若
者
の
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る
詐
欺
や

悪
徳
商
法
に
は
十
分
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

◦
消
費
生
活
相
談
・
問
い
合
わ
せ
＝
八

女
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

平
日
８
時
30

分
～
16
時
30
分（
☎
２
３・１
１
８
３
）

66

み
つ
み
つ
と
哀
し
み
に
咲
く
さ
く
ら
花
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
志
村
け
ん
死
す       

樋
口
　
洋
子

川
開
き
中
止
の
ニ
ュ
ー
ス
あ
の
日
田
の
有
名
ホ

テ
ル
倒
産
の
文
字
　
　 

　
　
　
石
川
　
照
朗

枯
れ
果
て
て
幾
年
経
つ
や
金
の
成
る
木
ぽ
つ

り
と
芽
吹
く
捨
て
ゐ
し
鉢
に      

甲
斐
田
絹
代

手
の
内
に
を
さ
ま
り
具
合
よ
き
こ
と
が
馴
れ

初
め
な
り
し
菜
切
り
庖
丁   

　  

古
賀
　
耀
子

精
一
杯
つ
ま
先
立
ち
て
お
饌
米
供
え
て
祈
る
ウ

イ
ル
ス
の
こ
と                         

立
野
　
比
文

八
女
堺
屋
短
歌
会

　

市
政
に
対
す
る
ご
意
見
や
苦
情
、
疑
問
な

ど
、あ
な
た
の
「
声
」
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

建
設
的
な
ご
意
見
や
ご
提
案
に
つ
い
て
は
、

市
長
や
担
当
課
な
ど
か
ら
ご
本
人
へ
回
答
も

し
て
い
ま
す
の
で
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
等
連
絡
先
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

対
応
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
特
定
の
個
人
を
誹
謗
、
中
傷
、
非
難
す
る

な
ど
し
て
い
る
も
の
▽
公
の
秩
序
ま
た
は
善

良
の
風
俗
に
反
す
る
も
の
▽
明
ら
か
に
営
利

を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
▽
趣
旨
が
不
明
確

も
し
く
は
不
明
な
も
の
▽
そ
の
他
、
市
が
不

適
当
と
判
断
す
る
も
の
▽
同
一
投
書
者
に
よ

る
同
一
趣
旨
の
も
の

⃝

問
い
合
わ
せ
＝
企
画
政
策
課
広
報
広
聴
係

（
☎
２
３
・
１
１
１
０
）

あ
な
た
の 

声 

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

14

ご意見記入欄　　　（八女市広報R2.7）

キ
リ
ト
リ
セ
ン

キリトリセン

1.　広報紙またはホームページ（掲載可・掲載不可）
　　　どちらかに○を付けてください。「掲載可」に○を付けられた
場合は、個人が特定されることがないよう個人情報の取り扱い
に十分注意し、広報紙または八女市ホームページに掲載する場
合があります。ご記入のない場合は掲載不可と判断します。
2.　情報公開　（公開可・公開不可）
　　　どちらかに○を付けてください。「公開可」に○を付けられた
場合は、八女市情報公開条例の規定により公開請求があった場
合は公開の対象となるときがあります（個人情報を除く）。ご
記入のない場合は、公開不可と判断します。
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7月の 
八女市立図書館（本館）☎22・2504
※本館の開館時間＝平日10時～20時
　　　　　　　　土日祝10時～18時
上陽分館 ☎54・3131
黒木分館 ☎42・0400
立花分館 ☎37・0500
※分館の開館時間＝9時～17時30分

矢部分館 ☎47・2258
星野分館 ☎52・3120

図書館だより

ホームページ  www.library.yame.fukuoka.jp
Twitter　　    @yame_library

図書館の休館日
7月 ✿7月の館内整理日は31日㈮✿

《黒木分館の休館日》※火曜、祝 ･ 休日、館内整理日
7㈫、14㈫、21㈫、23㈷、24㈷、28㈫、31㈮

※新型コロナウイルス対策により急遽変更する場合があります。
最新情報は、FM 八女･ホームページ等でお知らせしています。

《立花・上陽・矢部・星野分館の休館日》
※月曜、祝 ･ 休日、館内整理日
6㈪、13㈪、20㈪、23㈷、24㈷、27㈪、31㈮

《本館の休館日》※月曜、館内整理日
6㈪、13㈪、20㈪、27㈪、31㈮

八女市立図書館（本館）☎22・2504
※本館の開館時間＝平日10時～20時
　　　　　　　　土日祝10時～18時
上陽分館 ☎54・3131
黒木分館 ☎42・0400
立花分館 ☎37・0500
※分館の開館時間＝9時～17時30分

矢部分館 ☎47・2258
星野分館 ☎52・3120

雨
女
と
ホ
ー
ム
ラ
ン

食
べ
て
も
食
べ
て
も
太
ら
な
い

映
え
る
！
お
い
し
い
！

こ
ん
に
ゃ
く
食
堂

決
定
版

日
本
の
給
料
＆
職
業
図
鑑

迷
宮
の
月

著
＝
吉
野
万
理
子
（
静
山
社
）

著
＝
柳
澤
英
子
（
小
学
館
）

著
＝
給
料
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｋ
（
宝
島
社
）

著
＝
安
部
龍
太
郎
（
新
潮
社
）

〈
児
童
向
け
〉

〈
一
般
向
け
〉

〈
一
般
向
け
〉

〈
中
高
生
向
け
〉

なつはとしょかんへいこう！
2020　

7月23日㈷～8月30日㈰

　

野
球
少
年
の
竜
広
は
、
朝
の
占

い
に
一
喜
一
憂
。
隣
の
席
の
里
桜
も

占
い
好
き
と
知
っ
て
盛
り
上
が
る

が
、
あ
る
日
、
転
校
生
に
雨
女
疑

惑
が
も
ち
あ
が
る
。
そ
し
て
、
占

い
を
全
否
定
す
る
担
任
の
小
山
先

生
に
は
、
過
去
に
秘
密
が
…
。

　

遣
唐
使
・
粟
田
真
人
は
、
使

節
団
に
す
ら
打
ち
明
け
ら
れ
ぬ

重
要
な
機
密
を
胸
に
、
波
濤
を

超
え
長
安
を
目
指
す
…
。

　

ス
テ
イ
ホ
ー
ム
で
体
重
が
気

に
な
る
人
必
見
！
こ
ん
に
ゃ
く
を

使
っ
た
レ
シ
ピ
を
紹
介
し
ま
す
。

　

宇
宙
飛
行
士
、機
動
隊
員
な
ど
、

将
来
の
参
考
に
な
る
日
本
の
職
業

５
１
０
種
を
、
イ
ラ
ス
ト
と
と
も

に
解
説
し
て
い
ま
す
。

◦対象＝子ども～大人
図書館の本を借りてスタンプ
を集めよう。全部たまったら、
素敵なプレゼントがあるよ！

◦対象＝子ども～大人
図書館の中にかくされた「ひ
みつのほん」を見つけよう。
謎を解いてプレゼントをゲッ
トしよう！

なつのスタンプラリー

としょかんたんてい

新
刊
紹
介

Yａｍｅｊｉｎ やめじん…八女で暮らす皆さんを紹介します136

福岡市出身。
「今年4月から八女に移住しました。
現在は中学1年生と小学6年生を募集
しており、5年かけて中･高女子サッ
カー部にします。また、活動できるグ
ラウンドも探しています。応援よろし
くお願いします。問い合わせなどは、
以下にご連絡ください」
◦問い合わせ＝八女学院中学･高等学
校（☎23･5111）

　

4
月
か
ら
八
女
学
院
中
学･

高
等
学

校
で
女
子
サ
ッ
カ
ー
部
の
立
ち
上
げ
に

尽
力
す
る
樋
口
さ
ん
。
地
域
か
ら
愛
さ

れ
る
、日
本
一
の
女
子
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　「
小
学
4
年
生
の
時
サ
ッ
カ
ー
を
始

め
、学
生
時
代
は
サ
ッ
カ
ー
一
色
で
し

た
。納
得
の
い
く
プ
レ
ー
が
で
き
た
と

き
や
強
豪
チ
ー
ム
に
勝
利
し
た
と
き

に
、自
信
や
充
実
感
を
得
ら
れ
た
こ
と

が
サ
ッ
カ
ー
を
ず
っ
と
好
き
で
居
続
け

ら
れ
た
理
由
で
す
。

　
大
学
卒
業
後
、ア
ビ
ス
パ
福
岡
の

育
成
コ
ー
チ
と
し
て
、小
学
3
年
生
か

ら
中
学
1
年
生
ま
で
を
指
導
し
ま
し

た
。
12
年
間
在
籍
す
る
な
か
で
、一
か

ら
チ
ー
ム
を
築
き
上
げ
、
指
導
者
と

し
て
の
実
力
を
試
し
た
い
と
い
う
想
い

が
次
第
に
強
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、グ
リ
ー
ン
ピ
ア
八
女
で
毎

年
行
わ
れ
る
、
九
州
女
子
の
中
学
3

年
生
が
集
う
交
流
大
会
で
、八
女
学

院
サ
ッ
カ
ー
部
設
立
に
尽
力
さ
れ
た

Ο
Ｂ
の
方
と
話
す
機
会
が
あ
り
ま
し

た
。地
域
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、お
互
い
の
考
え
が
一
致
し
た

こ
と
が
、八
女
学
院
で
チ
ー
ム
を
つ
く

る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ま

で
、女
子
サ
ッ
カ
ー
の
不
十
分
な
環
境

や
指
導
者
不
足
等
の
現
状
を
見
て
き

た
私
は
、自
然
豊
か
な
八
女
の
地
で
、

選
手
を
育
て
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。自
身
の
経
験
を
生
か
し
て
、

生
徒
へ
は
、自
主
性
を
高
め
な
が
ら
自

ら
考
え
て
プ
レ
ー
で
き
る
よ
う
に
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
八
女
全
体
の
少
年
少
女
サ
ッ
カ
ー
選

手
、指
導
者
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
関
わ

り
、チ
ー
ム
と
し
て
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

等
、積
極
的
に
地
域
へ
貢
献
し
て
い
き

た
い
で
す
。サ
ッ
カ
ー
以
外
の
面
で
も

生
徒
が
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
み
、地

域
の
活
性
化
に
つ
な
が
れ
ば
と
思
い
ま

す
。八
女
の
皆
さ
ん
か
ら
愛
さ
れ
、応

援
し
て
も
ら
え
る
日
本
一
の
チ
ー
ム
を

つ
く
っ
て
い
き
ま
す
」

八
女
学
院
女
子
サ
ッ
カ
ー
部
顧
問   

樋
口 

貴た
か

史ふ
み

さ
ん

地
域
に
貢
献
す
る
女
子
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
を
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現
在
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
７
月

31
日
ま
で
で
す
。
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る

被
保
険
者
証
（
水
色
）
の
有
効
期
限
は
令
和
３

年
７
月
31
日
ま
で
の
1
年
間
で
、
７
月
下
旬
ま

で
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。
た
だ
し
保
険

料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
通
常
よ
り
短
い
有

効
期
限
の
被
保
険
者
証
を
窓
口
で
お
受
け
取
り

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
８
月
１
日
以
降

に
受
診
す
る
と
き
は
、新
し
い
被
保
険
者
証
（
水

色
）
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。
※
7
月
31
日
ま
で
に
新
し
い
被
保
険
者
証

が
届
か
な
い
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
被
保
険
者
証
の
自
己
負
担
割
合

　

医
療
機
関
で
受
診
す
る
際
の
医
療
費
の
自

己
負
担
割
合
は
、
１
割
ま
た
は
３
割
で
す
。
毎

年
前
年
中
の
所
得
を
も
と
に
、
８
月
か
ら
翌
年

７
月
ま
で
の
1
年
間
の
自
己
負
担
割
合
の
判
定

を
行
い
ま
す
。
自
己
負
担
割
合
は
通
常
１
割
で

す
が
、
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
の
い
ず
れ
か
の

人
の
住
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
で

あ
る
場
合
に
は
３
割
と
な
り
ま
す
。
昨
年
の
自

己
負
担
割
合
か
ら
変
更
に
な
っ
て
い
る
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
確
認

く
だ
さ
い
。

平成 30・31 年度 令和 2・3 年度 増　減
均等割額 56,085 円 55,687 円 398 円減
所得割率 10.83％ 10.77％ 0.06 ポイント減

賦課限度額 62 万円 64 万円 ２万円増

対象者の所得要件
（同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額の合計額）

軽減割合（均等割額の年額）
本則 令和 2 年度

　　【令和元年度における 8.5 割軽減区分】33 万円以下 7 割
(16,706円）

7.75割（12,529円）
【令和元年度における 8 割軽減区分】うち、世帯の被保険者全員の年金収入が 80 万円以下でその他各種所得なし ７割（16,706円）

33 万円（基礎控除額）＋ 28.5 万円×被保険者数 以下 ５割（27,843円）
33 万円（基礎控除額）＋ 52 万円×被保険者数 以下 ２割（44,549円）

【
問
い
合
わ
せ
】
▽
八
女
市
介
護
長
寿
課
高
齢
者
支
援
係
（
☎
２
３・１
３
０
８
）

▽
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
お
問
い
合
わ
せ
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
９
２
６
５
１・３
１
１
１
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

▼令和２年度の保険料軽減措置について
　世帯の所得額等に応じて、均等割額が軽減されます。この場合の｢世帯｣は、４月１日時点（年度途中で75歳に
なる人、県外から転入した人などはその時点）が基準となります。対象者の所得要件が33万円以下（軽減割合の
本則が７割）の人については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策が令和元
年10月から開始されたことにより、段階的に軽減割合が見直されています。

▼令和２年度および令和３年度の保険料率 ※2年ごとに改定されます

▼保険料の算出方法　
保険料額

（年額）※（10
円未満切り捨て）

均等割額
55,687 円

所得割額
〔総所得金額等ー 33 万円〕×

10.77％（所得割率 )

　個人ごとの保険料は、加入者全員が
同じ金額を負担する「均等割額」と、個
人ごとの総所得金額等に応じて負担する
「所得割額」との合計になります。

＝ ＋

　

現
在
使
用
中
の
限
度
額
適
用
認
定
証
や
限

度
額
適
用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
こ
の
認
定
証
を
す
で

に
お
持
ち
で
令
和
2
年
度
も
同
じ
よ
う
に
認
定

証
を
発
行
で
き
る
条
件
の
人
に
は
、
８
月
１
日

か
ら
の
新
し
い
認
定
証
を
被
保
険
者
証
と
は
別

に
7
月
下
旬
に
お
届
け
し
ま
す
。
新
た
に
認
定

証
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
担
当
窓
口
で

の
申
請
が
必
要
で
す
。

◦
申
請
に
必
要
な
も
の
＝
被
保
険
者
証
・
印
鑑
・

そ
の
他
※
非
課
税
（
課
税
）
証
明
書
な
ど
収
入

額
を
証
明
す
る
も
の
や
入
院
期
間
を
確
認
で
き

る
も
の
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

■
限
度
額
適
用（
・
標
準
負
担
額
減
額
）認
定

証
と
は
… 

負
担
割
合
が
３
割
と
な
る
人
の
中
で

所
得
が
一
定
額
未
満
の
人
に
発
行
し
、
あ
ら
か

じ
め
医
療
機
関
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
入
院
ま

た
は
外
来
診
療
を
受
け
る
際
に
か
か
っ
た
医
療

費
の
自
己
負
担
が
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

と
は
…　
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
あ

る
人
に
発
行
し
、
あ
ら
か
じ
め
医
療
機
関
窓
口

に
提
示
す
る
と
、
医
療
費
の
自
己
負
担
は
限
度

額
ま
で
と
な
り
、
入
院
時
の
食
費
・
居
住
費
の

負
担
も
減
額
さ
れ
ま
す
。
※
住
民
税
課
税
世

帯
の
人
の
う
ち
、
課
税
所
得
１
４
５
万
円
未
満

（
自
己
負
担
が
１
割
）
の
人
、
課
税
所
得
６
９

０
万
円
以
上
の
人
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
な

ど
の
交
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る

だ
け
で
、
医
療
費
の
自
己
負
担
は
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

８
月
か
ら
被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
が
８
月
に
更
新
に
な
り
ま
す

保険料額の通知について
　保険料額の詳細につい
ては、７月中旬に送付予
定の「令和２年度後期高
齢者医療保険料額決定通
知書」でお知らせします。

○後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者であった人＝所得割額はかかりません。 また、制度加
入時から２年間に限り、均等割額の軽減措置（５割軽減）を受けることができます。 （軽減後の保険料：年額27,843円）



広報八女 2020.7.117

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
、
申
請
し
て
認
め
ら

れ
れ
ば
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除

さ
れ
た
り
猶
予
さ
れ
た
り
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
の
免
除

や
猶
予
を
受
け
ず
、
未
納
の
状
態

で
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
保
険
料
の
免
除
に
は
、

本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
所
得

基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
市
県
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な

い
人
は
、
所
得
の
審
査
が
で
き
な

い
た
め
申
請
さ
れ
て
も
免
除
承
認

さ
れ
ま
せ
ん
。
申
告
を
し
た
う
え

で
申
請
く
だ
さ
い
。
免
除
や
猶
予

の
種
類
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

申
請
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
保
険

料
の
全
額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
こ

の
期
間
は
、
将
来
受
け
取
る
年
金

額
が
、
全
額
納
付
し
た
場
合
の
２

分
の
１
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
「
４
分
の
１
免
除
」「
半
額
免

除
」「
４
分
の
３
免
除
」
が
あ
り

ま
す
。
い
ず
れ
も
申
請
が
必
要
で

す
。
こ
の
期
間
は
、
将
来
受
け
取

る
年
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
全
額
納

付
し
た
場
合
の
８
分
の
７
、
８
分

の
６
、
８
分
の
５
と
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
は
、
申
請
者

本
人
の
ほ
か
配
偶
者
や
世
帯
主
の

所
得
も
審
査
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
一
定
以
上
の
所
得

が
あ
る
世
帯
主
と
同
居
し
て
い
る

人
は
、
免
除
制
度
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
20
歳

か
ら
50
歳
未
満
の
人
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
人
は
、
申
請
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
、

保
険
料
を
後
払
い
に
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
所
得
の

審
査
は
本
人
と
配
偶
者
の
み
で
行

い
ま
す
。

　

猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、
将
来
年

金
を
受
け
取
る
際
の
受
給
資
格
期

間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受

け
た
期
間
は
、
保
険
料
を
全
額
納

付
し
た
場
合
に
比
べ
て
受
け
取
る

年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
こ

の
た
め
、
こ
れ
ら
の
期
間
に
つ
い

て
は
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
保
険
料

の
追
納
（
後
払
い
）
が
で
き
ま
す
。

※
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
を

受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
数
え

て
３
年
度
目
以
降
に
保
険
料
を
追

納
す
る
場
合
は
、
承
認
を
受
け
た

当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に

応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
。

　

本
庁
市
民
課
、
ま
た
は
各
支
所

の
年
金
の
窓
口
で
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
に
必
要
な
も
の
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▽
身
分
証
明
書

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
分
か
る
も
の

▽
国
民
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
の
確
認
で
き
る
も
の

▽
退
職
（
失
業
）
し
た
人
が
申
請

を
行
う
と
き
に
は
、
雇
用
保
険
受

給
者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
な
ど

▽
代
理
人
が
申
請
さ
れ
る
場
合

は
、
被
保
険
者
本
人
の
印
鑑

▽
別
世
帯
の
人
が
申
請
さ
れ
る
場

合
は
、
被
保
険
者
本
人
か
ら
の
委

任
状

　

国
民
年
金
の
免
除
な
ど
の
承
認

期
間
は
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で

で
す
。
令
和
２
年
度
の
免
除
申
請

は
７
月
１
日
㈬
か
ら
受
け
付
け
ま

す
。

　

保
険
料
の
納
付
期
限
か
ら
２
年

を
経
過
し
て
い
な
い
期
間
ま
で
免

除
申
請
が
で
き
ま
す
。
国
民
年
金

保
険
料
の
未
納
の
あ
る
人
は
、
早

め
の
申
請
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◦
問
い
合
わ
せ
＝
▽
市
民
課
市

民
・
年
金
係
（
２
３
・
１
１
１
５
）

▽
黒
木
支
所
市
民
生
活
福
祉
係

（
４
２
・
１
１
１
３
）

▽
立
花
支
所
市
民
生
活
福
祉
係

（
２
３
・
４
９
３
２
）

▽
上
陽
支
所
市
民
生
活
福
祉
係

（
５
４
・
２
２
１
８
）

▽
矢
部
支
所
市
民
生
活
福
祉
係

（
２
４
・
９
１
４
２
）

▽
星
野
支
所
市
民
生
活
福
祉
係

（
５
２
・
３
１
１
３
）

未納のままにせず、
保険料免除制度や

猶予制度のご利用を
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度のお知らせ

全
額
免
除
制
度

一
部
納
付
（
免
除
）
制
度

国
民
年
金
保
険
料

納
付
猶
予
制
度

将
来
の
年
金
受
給
額
を

確
保
す
る
た
め
に

過
去
２
年
間
に
国
民
年
金
保

険
料
の
未
納
期
間
が
あ
る
人

手
続
き
（
申
請
）
に
つ
い
て

申
請
は
７
月
か
ら

※
今
年
度
に
つ
い
て
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
に

対
し
て
も
免
除
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る

の
が
ち
ょ
っ
と

ム
ズ
カ
シ
イ･･･
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介
護
保
険
は
介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
る
制
度
と
し
て
、
40
歳
以
上
の
す
べ
て
の
人

が
加
入
し
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
料
は
、
今
後
提
供
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
総
費
用

の
推
計
を
基
に
算
定
し
て
い
ま
す
。
市
の
介
護
保
険
制
度
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
大

切
な
保
険
料
で
す
。
保
険
料
納
付
へ
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
か
か
る
費
用
な
ど
か
ら
算
出
さ

れ
た
「
基
準
額
」
を
も
と
に
、
前

年
の
本
人
の
所
得
や
世
帯
の
課
税

状
況
等
に
よ
っ
て
、
11
段
階
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。
平
成
30
～
令
和
2

年
度
の
八
女
市
の
基
準
額
は
６
千

円
（
月
額
）
で
す
。

※
平
成
27
年
度
介
護
保
険
制
度
の

改
正
に
よ
り
、
公
費
を
投
入
し
て

低
所
得
者
の
保
険
料
軽
減
を
行
う

仕
組
み
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
令

和
２
年
度
か
ら
さ
ら
に
減
額
が
拡

充
さ
れ
、
第
１
段
階
～
第
3
段
階

の
人
の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

負
担
を
軽
減
し
て
い
ま
す
。

▼
年
金
か
ら
天
引
き（
特
別
徴
収
）

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
支
払

わ
れ
て
い
る
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
年

金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

▼
納
付
書
や
口
座
振
替
で
の
納
付

（
普
通
徴
収
）
年
金
が
年
額
18
万

円
未
満
の
人
や
年
度
途
中
で
65
歳

に
な
ら
れ
た
人
、他
市
町
村
か
ら
転

入
さ
れ
た
人
等
は
、市
が
送
付
す
る

納
付
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

滞
納
期
間
に
応
じ
て
保
険
給
付

の
制
限
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
滞
納
額
が
大
き
く
な
る
と
、

ま
と
め
て
納
め
る
と
き
の
負
担
感

も
大
き
く
な
り
ま
す
。
で
き
る
だ

け
早
め
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

生
活
が
著
し
く
困
難
で
、
資
産

な
ど
を
活
用
し
て
も
保
険
料
を
納

付
で
き
な
い
人
は
、
納
期
ま
で
に
介

護
長
寿
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

場
合
に
よ
り
、
保
険
料
の
減
免
や

納
付
の
猶
予
が
受
け
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
こ

と
等
に
よ
る
介
護
保
険
料
の
減
免

措
置
に
つ
い
て
は
７
月
中
に
送
付
す

る
納
入
通
知
書
に
案
内
を
同
封
し

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

要
介
護
認
定
の
申
請
を
し
て「
介

護
や
支
援
が
必
要
な
状
態
で
あ
る
」

と
認
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

認
定
さ
れ
な
い
人
に
も
、介
護
予
防・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
が
提
供

さ
れ
ま
す
。
申
請
受
付
は
、
介
護

長
寿
課
お
よ
び
各
支
所
の
市
民
生

活
福
祉
係
で
行
っ
て
い
ま
す
。
介
護

保
険
被
保
険
者
証
（
黄
色
）
と
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も
の
を

窓
口
ま
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

◦
介
護
保
険
料
の
詳
し
い
内
容

は
、
納
入
通
知
書
ま
た
は
同
封

の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
て
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
介
護
長
寿
課
介

護
保
険
係
（
☎
２
３・１
３
５
３
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
る
減
免
措
置

保
険
料
の
納
付
方
法

介
護
保
険
料
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

令和２年度の
納入通知書は７月中
に送付します

65
歳
以
上
の

皆
さ
ん
の

保
険
料
は
11
段
階
、

基
準
額
は
６
千
円（
月
額
）

所得段階 対　　象　　者 保険料率 保険料(年額)

第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人／本人および世
帯全員が市民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額等の合計が80万円以下の人 基準額×0.30 21,600円

第2段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額等の合計が80万円を
超え120万円以下の人 基準額×0.45 32,400円

第3段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額等の合計が120万円
を超える人 基準額×0.70 50,400円

第4段階 本人は市民税非課税であるが、世帯員の中に市民税課税者がいる人で、課税年金収入金額
と合計所得金額等の合計が80万円以下の人 基準額×0.90 64,800円

第5段階
〈基準額〉

本人は市民税非課税であるが、世帯員の中に市民税課税者がいる人で、課税年金収入金額
と合計所得金額等の合計が80万円を超える人 基準額 72,000円

第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額から特別控除額を引いた額が120万円未満の方 基準額×1.20 86,400円

第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額から特別控除額を引いた額が120万円以上200万円未満の人 基準額×1.30 93,600円

第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額から特別控除額を引いた額が200万円以上300万円未満の人 基準額×1.50 108,000円

第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額から特別控除額を引いた額が300万円以上400万円未満の人 基準額×1.70 122,400円

第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額から特別控除額を引いた額が400万円以上600万円未満の人 基準額×1.85 133,200円

第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額から特別控除額を引いた額が600万円以上の人 基準額×2.00 144,000円

▽介護保険料　　※基準額は 6,000 円（月額）

※合計所得金額等とは「合計所得金額－特別控除額－年金所得額」のことです。

第
１
段
階
～
第
３
段
階
ま
で
の
介
護
保
険
料
の
軽
減
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
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（
注
※
）
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
負
担
割

合
が
１
割
の
被
保
険
者
の
み
の
世
帯

に
は
、平
成
29
年
８
月
か
ら
３
年
間

に
限
っ
て
「
年
間
の
利
用
者
負
担
上

限
額
（
44
万
６
４
０
０
円
）
」の
緩

和
措
置
が
あ
り
ま
す
。

▽
上
限
額
の
段
階
区
分
は
、そ
れ
ぞ

れ
の
月
の
初
日
に
利
用
者
の
属
す
る

世
帯
主
お
よ
び
世
帯
員
の
課
税
状
況

な
ど
に
よ
り
判
断
し
ま
す
。

▽
平
成
30
年
８
月
よ
り
、合
計
所
得

金
額
か
ら
長
期
譲
渡
所
得
ま
た
は
短

期
譲
渡
所
得
に
係
る
特
別
控
除
額
お

よ
び
年
金
所
得
を
の
ぞ
き
ま
す
。

▽
同
一
世
帯
の
中
に
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
て
い
る
人
が
複
数
の

場
合
は
、
世
帯
合
算
が
で
き
ま
す
。

（
例
）
夫
は
介
護
保
険
施
設
に
入
所

し
、妻
は
デ
イ
ケ
ア
を
利
用
中
な
ど

▽
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
に
対
し

て
の
み
、
市
か
ら
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
支
給
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

一
度
申
請
す
る
と
、
そ
れ
以
降
は
毎

月
申
請
す
る
必
要
は
な
く
、
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
が
発
生
し
た

場
合
に
は
、
指
定
口
座
へ
自
動
的
に

振
り
込
み
ま
す
。
支
給
対
象
者
に
は

振
り
込
み
前
に
決
定
通
知
書
を
交
付

し
ま
す
。

段階区分 負担の上限額
現役並み所得者
◦同一世帯内に課税所得
145万円以上の人がいる場
合で世帯年収が520万円
以上（1人世帯の場合は年
収383万円以上）

【世帯】
44,400円／月

一般
◦住民税課税世帯で現役
並み所得者以外

【世帯】
44,400円／月

（右記注※の条件
に該当する場合
は緩和措置あり）

住民税非課税世帯 【世帯】
24,600円/月

◦合計所得金額と課税
年金収入額の合計が80
万円以下の人
◦住民税が世帯非課税
で老齢福祉年金を受け
ている人

【個人】
15,000円／月

◦生活保護受給者
◦利用者負担を15,000円に
減額することで、生活保護
の受給者とならない場合

【個人】
15,000円／月

【世帯】
 15,000円/月

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
支
給
申
請

申請はお済
みですか

問
い
合
わ
せ
＝
介
護
長
寿
課
介
護

保
険
係
（
☎
２
３
・
１
３
５
３
）

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
は
１
か
月
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
額
が
一
定

の
上
限
額
を
超
え
た
場
合
は
、超
え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。
払
い

戻
し
が
で
き
る
の
は
、申
請
月
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
２
年
以
内
で
す
。

　

令
和
２
年
９
月
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
活
用
し
て
事
前
に
登
録
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
で
チ
ャ
ー
ジ
ま
た
は
買
い
物
を
す
る
と
、

そ
の
金
額
の
25
％
（
上
限
５
千
円
分
ま
で
）
の

ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
る
国
事
業
「
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
」
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

を
も
ら
う
に
は
次
の
３
ス
テ
ッ
プ
が
必
要
で
す
。

　

９
月
か
ら
、
ス
テ
ッ
プ
３
の
登
録
し
た
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
で
チ
ャ
ー
ジ
ま
た
は
買
い
物
を

す
る
と
、
そ
の
金
額
の
25
％
分
の
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
が
登
録
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ

ス
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
付
与
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

ス
テ
ッ
プ
２
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
者
が

国
予
算
の
上
限
に
達
し
た
場
合
は
事
前
予
約
を

締
め
切
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
読
み
取
り
が
で
き

る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
あ

れ
ば
、
ご
自
宅
で
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
の
予
約
・
申
込

が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は

Ｈ
Ｐ
で
確
認
す
る
か
、
次

の
問
い
合
わ
せ
先
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
無

料
）
０
１
２
０
・
９
５
・
０
１
７
８
※
音
声
ガ

イ
ダ
ン
ス
「
５
番
」
を
選
択
（
平
日
９
時
30
分

～
20
時
、
土
日
祝
９
時
30
分
～
17
時
30
分
）

　

八
女
市
で
は
、
本
庁
市
民
課
、
各
支
所
市
民

生
活
福
祉
係
の
窓
口
に
お
い
て
、「
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
予
約
・
申
込
」
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

希
望
す
る
人
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。
な
お
、
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
の
暗
証
番
号
数
字
４
桁
が
必
要
で
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

証
明
や
、
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
と
し
て

使
用
で
き
る
の
み
で
は
な
く
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
等
の
コ
ピ
ー
機
で
住
民
票
や
戸
籍
謄
本

な
ど
が
取
得
で
き
る
便
利
な
カ
ー
ド
で
す
。
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
申
請
か
ら
取
得
で
き

る
ま
で
約
１
か
月
か
か
り
ま
す
。
本
庁
市
民
課
、

各
支
所
市
民
生
活
福
祉
係
に
て
申
請
の
補
助
を

随
時
行
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

・
受
付
時
間
＝
８
時
30
分
～
17
時
15
分
（
本
庁

の
み
水
曜
日
は
19
時
ま
で
）

・
問
い
合
わ
せ
＝
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
推
進

係
（
☎
２
３
・
１
１
１
７
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
で

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

を
も
ら
お
う
！

ステップ 1
マイナンバーカード
を申請し取得する

ステップ 2
マイナポイントを
事前予約（マイ
キーIDを設定）

ステップ 3
使 用 す るキャッ
シュレス決済サー
ビスを登録。（マイ
ナポイントの申込）

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
・
申
込
方
法

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
・
申
込
の
支
援

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
支
援
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マイナポイントＨＰ
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八
女
市
で
は
、
よ
り
効
率
的
で

効
果
的
な
汚
水
処
理
施
設
の
整
備

促
進
を
図
る
た
め
に
、
汚
水
処
理

構
想
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の

中
で
、
設
定
し
た
汚
水
処
理
人
口

普
及
率
等
の
目
標
値
に
対
す
る
現

在
の
状
況
を
、
皆
さ
ま
に
お
知
ら

せ
し
、
今
後
の
汚
水
処
理
施
設
の

普
及
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
今
後
と
も
、
下
水
道
や
浄

化
槽
な
ど
、
汚
水
処
理
施
設
の
普

及
に
よ
り
、
公
共
用
水
域
の
水
質

保
全
や
皆
さ
ま
の
生
活
環
境
の
向

上
が
図
ら
れ
ま
す
よ
う
、
ご
理
解

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
※
各

目
標
値
お
よ
び
現
況
値
は
表
参
照
。

◦
問
い
合
わ
せ
＝
上
下
水
道
局
下
水

道
工
務
係
（
☎
２
３
・
１
６
７
０
）

　

令
和
2
年
度
も
下
水
道
整

備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。工
事

期
間
中
は
交
通
規
制
な
ど
で

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◦
区
域
＝
左
図
参
照
（
蒲
原
・

亀
甲
・
龍
ケ
原
）

◦
工
事
期
間
＝
令
和
2
年
7
月

～
令
和
3
年
2
月

◦
問
い
合
わ
せ
＝
上
下
水
道
局

下
水
道
工
務
係
（
☎
２
３
・
１

６
７
０
）

下
水
道
工
事
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

項　目 現況値
（Ｒ元年度）

目標値
（Ｒ17年度）

汚水処理
人口普及率 63.0％ 86.0％

下水道の
水洗化率 76.2％ 88.9％

浄化槽整備
区域内の浄化

槽普及率
51.6％ 76.4％

▼ 汚水処理に関する現況値と目標値
汚
水
処
理
施
設
の

普
及
状
況

　

7
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
」
の
強
調
月
間
で
す
。

こ
れ
は
、
す
べ
て
の
国
民
が
犯

罪
や
非
行
の
防
止
と
犯
罪
や
非

行
を
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、

犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全
で
安

心
な
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と

す
る
全
国
的
な
運
動
で
す
。

　

近
年
、
再
犯
者
に
よ
る
犯
罪

の
割
合
の
増
加
が
深
刻
な
問
題

と
し
て
社
会
の
重
大
な
関
心
事

に
な
っ
て
い
ま
す
。
刑
法
犯
の

認
知
件
数
は
平
成
15
年
の
ピ
ー

ク
を
過
ぎ
た
後
、
年
々
減
少
傾

向
に
あ
る
も
の
の
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

に
起
因
し
た
犯
罪
被
害
に
遭
う

児
童
は
後
を
絶
た
ず
、
大
き
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
凶
悪
な
少
年
事
件
の
発

生
や
児
童
虐
待
事
案
に
お
け
る

全
国
的
な
通
告
児
童
数
の
増
加

な
ど
、
少
年
問
題
は
「
非
行
」

と
「
被
害
」
の
両
面
に
お
い
て

依
然
と
し
て
憂
慮
す
べ
き
状
況

に
あ
り
ま
す
。

　

福
岡
県
警
察
本
部
の
統
計
資

料
に
よ
る
と
、
令
和
元
年
中
に

県
下
で
検
挙
補
導
さ
れ
た
刑
法

犯
少
年
は
１
３
６
３
人
で
、
前

年
と
比
べ
て
減
少
し
て
い
ま
す

が
、
粗
暴
犯
（
暴
行
・
脅
迫
等
）

は
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

10
歳
か
ら
19
歳
ま
で
の
少
年
人

口
１
０
０
０
人
当
た
り
に
占
め

る
刑
法
犯
少
年
の
割
合
（
非
行

者
率
）
は
２・９
人
で
、
全
国
第

７
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

犯
罪
や
非
行
が
生
ま
れ
る
の

は
地
域
社
会
で
あ
り
、
ま
た
罪

を
犯
し
た
人
や
非
行
を
し
た
少

年
の
更
生
を
促
す
場
も
地
域
社

会
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
そ
の
更
生
を
実
効
あ
る
も

の
と
す
る
た
め
に
は
、
本
人
の

意
欲
と
併
せ
、
本
人
を
取
り
巻

く
地
域
社
会
の
理
解
と
協
力
が

不
可
欠
で
す
。
今
回
も
本
運
動

の
名
称
を
「
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
～
犯
罪
や
非
行
を
防

止
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域

の
チ
カ
ラ
～
」
と
し
ま
し
た
。

　

罪
を
犯
し
た
人
た
ち
を
温
か

い
目
で
見
守
り
つ
つ
、
援
助
の

手
を
差
し
伸
べ
、
明
る
い
社
会

を
作
り
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
例

年
開
催
し
て
い
る
街
頭
啓
発
と

青
少
年
弁
論
大
会
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
た
め
中
止
し
ま
す
。

　
　
　

八
女
保
護
区
保
護
司
会

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
強
化
月
間

7/1
～

7/31
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　納楚の寺田天満宮境内で、庚申信仰の遺産である貴重な庚申塔が新たに
確認されました。庚申信仰は中国の道教の教えからきたもので、体内にいる
三つの虫が 60日に一度庚申の夜に睡眠中の体内から抜け出し、天帝にその
者の悪事を告げると言われています。そのため、人 は々庚申の夜は眠らず神
社などにこもる庚申講が江戸時代より広く行われていました。このたび寺田
天満宮で確認されたものは寛政 12（1800）年、庚申の年に建てられたもので、
表に『庚申尊天』と篆

てん

書
しょ

体
たい

で彫られています。現場を確認し拓本をとった
県文化財保護指導委員の佐々木四十臣さんは、「篆書体で彫られたものは
珍しく、貴重」と確認を喜びました。氏子の樋口清隆さんは「お宮を掃除し
ているときにお墓ではないかとみんな心配した。貴重なものと分かって、地
元でこれからも大切に守っていきたい」と安堵の表情でした。拓本は岩戸山
歴史文化交流館「いわいの郷」に展示されています。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
（
宝
く
じ
の

助
成
金
）
で
備
品
を
整
備

新たに貴重な庚
こう

申
しん

塔
とう

を確認

おいしい新茶を
    いただきました

　
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献

広
報
事
業
と
し
て
、
宝
く
じ
の
受
託
事
業
収
入
を
財
源
と
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
龍
ケ
原
町
内
会
で
は
、

事
業
を
利
用
し
て
、
空
調
機
を
は
じ
め
、
折
り
た
た
み
椅
子
や
照
明

器
具
な
ど
を
整
備
し
ま
し
た
。
こ
の
事
業
で
購
入
し
た
備
品
は
、
住

民
の
交
流
促
進
や
地
域
活
動
の
活
性
化
の
た
め
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

まちのわだい
ＴＯＰＩＣＳ

　「八女茶のPR に役立ててほし
い」と5 月29日㈮、JA ふくお
か八女茶業部会八女支部（齊
藤信一支部長）から八女市に新
茶（100ｇパック100 本、10ｇ
パック100 個）をいただきました。
今年は、例年に
比べ味が濃く高
品質なお茶がで
きています。

　「ほっと館八女のフードバンク事業に役立ててください」と6 月11日㈭、
八女市職員互助会（八女市役所・八女社会福祉協議会・八女広域シルバー
人材センター）の井手東一郎理事長から八女市社会福祉協議会の橋爪隆幸

会長へ募金が手渡されました。フー
ドバンク事業は生活困窮世帯や災
害時等の支援活動の一環として平
成 28 年度に始まり、事業の浸透
とともに利用者も増えています。「何
かできないかと会員に支援金を募
りました。ニーズに合うものを購入
してもらえれば」と井手会長。橋
爪会長は「事業の充実にあててい
きたい」とお礼を述べました。

ほっと館八女フードバンクの充実を

【整備された備品】
◦空調機（コインタイマー付） 2 台
◦照明器具 19 台
◦折りたたみ椅子 38 脚
◦ホワイトボード 1台

確認された庚申塔

拓
本
を
手
に
佐
々
木
さ
ん（
左
）と
樋
口
さ
ん（
右
）

広報八女 2020.7.121
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◦
募
集
案
内
書
配
布
期
間
・
申

込
受
付
期
間
＝
６
月
29
日
㈪
～

７
月
７
日
㈫

◦
募
集
案
内
書
配
布
場
所
＝
県

住
宅
供
給
公
社
、
同
公
社
筑
後

管
理
事
務
所
・
大
牟
田
出
張
所
、

市
役
所
定
住
対
策
課
、
各
支
所

窓
口

◦
問
い
合
わ
せ
＝
県
住
宅
供
給
公

社
（
☎
０
９
２
・
７
８
１
・
８
０

２
９
）

　

今
年
度
第
２
回
定
期
募
集
の

受
付
を
７
月
10
日
か
ら
７
月
31

日
ま
で
実
施
し
ま
す
。
募
集
案

内（
申
込
書
）は
、７
月
10
日
か
ら
、

八
女
市
役
所
本
庁
、
各
支
所
の

担
当
係
に
て
配
布
し
ま
す
。
募

　

参
加
自
由
（
無
料
）、
会
員
は

保
険
あ
り
（
年
５
０
０
円
）

◦
日
時
＝
７
月
12
日
㈰
７
時
30

分
立
花
体
育
館
集
合
※
約
２
時

間◦
コ
ー
ス
＝
飛
形
山
中
腹
方
面

◦
問
い
合
わ
せ
＝
白
鳥
さ
ん

（
☎
３
７
・
０
０
３
８
）

　

八
女
市
働
く
女
性
の
家
就
業

支
援
講
座
の
追
加
募
集
で
す
。

◦
対
象
＝
20
代
～
40
代
の
就
業

希
望
者

◦
期
間
＝
７
月
13
日
～
７
月
29

日
の
毎
週
月
・
水
曜
日
の
全
６
回

◦
時
間
＝
10
時
～
16
時

◦
受
講
料
＝
４
４
０
０
円
（
テ
キ

ス
ト
代
・
検
定
料
込
）

◦
定
員
＝
15
人
（
託
児
有
３
人

ま
で
）

◦
締
切
＝
７
月
７
日
㈫

◦
申
込
・
問
い
合
わ
せ
＝
八
女
市

働
く
女
性
の
家
（
☎
３
７
・
１
５

５
２
）

①
Ａ
日
程
（
５
日
間
受
講
）

◦
日
時
＝
９
月
10
日
㈭
、11
日
㈮
、

17
日
㈭
、
18
日
㈮
、
24
日
㈭

◦
会
場
＝
ま
い
ピ
ア
高
田
（
み
や

ま
市
高
田
町
濃
施
14
）

②
Ｂ
日
程
（
５
日
間
受
講
）

◦
日
時
＝
９
月
26
日
㈯
、
27
日
㈰
、

10
月
４
日
㈰
、
17
日
㈯
、
18
日
㈰

◦
会
場
＝
久
留
米
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ

ザ
（
久
留
米
市
宮
ノ
陣
４
の
29

の
11
）

③
Ｃ
日
程
（
５
日
間
受
講
）

◦
日
時
＝
２
月
２
日
㈫
、３
日
㈬
、

９
日
㈫
、
10
日
㈬
、
16
日
㈫

◦
会
場
＝
久
留
米
リ
サ
ー
チ
・

パ
ー
ク
（
久
留
米
市
百
年
公
園
）

①
～
③
共
通

◦
開
始
時
間
＝
10
時
～

※
終
了
時
間
は
日
程
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。

◦
内
容
＝
介
護
に
関
す
る
基
本
的

な
知
識

◦
対
象
＝
介
護
未
経
験
者
（
定

員
50
人
・
先
着
順
）

◦
参
加
費
＝
無
料

◦
問
い
合
わ
せ
＝
福
岡
県
社
会
福

祉
協
議
会
人
材
・
情
報
課
（
☎ 

０
９
２
・
５
８
４
・
３
３
１
０
）

S http://w
w

w.fuku-shakyo.
jp/jinzai/

　
「
福
岡
い
の
ち
の
電
話
」
は
身

近
に
相
談
相
手
が
な
く
絶
望
し
、

生
き
る
力
を
失
い
か
け
て
い
る

人
々
に
対
し
、
訓
練
を
受
け
た
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
電
話
を
通
し
て
共

に
考
え
、
生
き
る
力
へ
の
お
手
伝

い
を
す
る
団
体
で
す
。

◦
募
集
期
間
＝
８
月
31
日
ま
で

◦
養
成
期
間
＝
10
月
７
日
～
令

和
３
年
８
月
18
日
（
全
23
回
※

宿
泊
研
修
２
回
含
む
）

◦
開
催
場
所
＝
九
州
キ
リ
ス
ト
教

会
館
（
福
岡
市
中
央
区
舞
鶴
）

◦
料
金
＝
２
万
円
（
宿
泊
研
修
は

実
費
、
１
回
８
千
円
程
度
）

◦
募
集
＝
23
歳
～
68
歳
の
人
30

人
募
集

◦
問
い
合
わ
せ
＝
同
事
務
局
（
☎

０
９
２
・
７
１
３
・
４
３
４
３
）

◦
募
集
住
宅
＝
県
内
に
所
在
す

る
県
営
住
宅
（
募
集
対
象
団
地
、

募
集
戸
数
等
詳
細
に
つ
い
て
は
募

集
案
内
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

集
住
宅
・
募
集
戸
数
等
は
、
募

集
案
内
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
応
募
者
数

が
募
集
戸
数
を
超
え
る
場
合
は

抽
選
（
公
開
抽
選
会
）
と
な
り

ま
す
。
入
居
申
込
資
格
等
に
つ
い

て
は
、
募
集
案
内
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

◦
問
い
合
わ
せ
＝
▽
定
住
対
策
課

（
☎
２
３
・
２
５
７
７
）
▽
黒
木

支
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
係
（
☎
４

２
・
１
１
１
１
）
▽
立
花
支
所
ま

ち
づ
く
り
推
進
係
（
☎
２
３
・
５

１
４
１
）
▽
上
陽
支
所
ま
ち
づ
く

り
推
進
係
（
☎
５
４
・
２
２
１
１
）

▽
矢
部
支
所
ま
ち
づ
く
り
推
進

係
（
☎
４
７
・
３
１
１
１
）
▽
星

野
支
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
係
（
☎

５
２
・
３
１
１
１
）

お
知

ら
せ

立
花
自
然
と
歩
こ
う
会

第
２
回
市
営
住
宅
入
居
者

第
２
回
県
営
住
宅
入
居
者

調
剤
薬
局
事
務
講
座

福
岡
県
介
護
に
関
す
る
入
門

的
研
修

福
岡
い
の
ち
の
電
話
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
養
成
講
座

　池の山キャンプ場に隣接し、夏の期間
だけオープンする屋内型プールです。25
ｍプールと幼児用プールがあり、子ども
から大人まで家族で利用できます。皆さ
まの利用をお待ちしています。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、入場制限や利用期間（時間）
の変更等を行う場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。
◦利用期間＝7 月21日㈫～ 8 月30日㈰
◦休館日＝月曜日（祝日は開館）
◦利用時間＝10 時～ 17 時
◦利用料金＝▽大人（中学生以上）150
円▽子ども（小学生以下）80 円
◦問い合わせ＝星野支所まちづくり推進
係（☎５２・３１１２）

も
よ
お
し

教
室
・
講
座

募
　
集

八女市星野Ｂ＆Ｇ海洋
センター（池の山プール）

夏季限定
7月21日

オープン！
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詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◦
問
い
合
わ
せ
＝
自
衛
隊
福
岡
地

方
協
力
本
部
八
女
地
域
事
務
所

（
福
岡
法
務
局
八
女
支
局
２
Ｆ
／

☎
２
４
・
５
１
９
２
）

　

市
の
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
の
登
録
申
請
に
は
こ
の
資

格
が
必
要
で
す
。
申
込
用
紙
は

上
下
水
道
局
で
配
布
し
ま
す
。

◦
試
験
日
＝
11
月
１
日
㈰
９
時

50
分
～
12
時

◦
会
場
＝
久
留
米
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ

ザ
（
久
留
米
市
宮
ノ
陣
４
丁
目

29
番
11
号
）

◦
受
験
手
数
料
＝
１
万
２
千
円

◦
申
込
期
間
＝
６
月
29
日
㈪
～

７
月
10
日
㈮

◦
申
込
・
問
い
合
わ
せ
＝
上
下
水

道
局
下
水
道
総
務
係
（
☎
２
３
・

１
１
４
８
）

　

福
岡
県
で
は
、
県
内
の
自
転

車
観
光（
サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
）

の
促
進
を
図
る
た
め
、「
福
岡
サ

イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
の

登
録
事
業
者
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
登
録
に
あ
た
っ
て
の
補
助
金

助
成
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

◦
募
集
内
容
＝
▽
福
岡
サ
イ
ク
ル

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
▽
福
岡
県
サ
イ
ク

リ
ス
ト
に
優
し
い
宿

◦
応
募
対
象
＝
観
光
関
連
事
業

者
や
宿
泊
施
設
事
業
者

◦
問
い
合
わ
せ
＝
福
岡
県
観
光
政

策
課
観
光
地
域
づ
く
り
係
（
☎

日
の
う
ち
指
定
す
る
１
日（
予
定
）

③
予
備
自
衛
官
補

◦
受
付
期
間
＝
７
月
１
日
～
９
月

11
日
（
予
定
）

◦
試
験
期
日
＝
10
月
３
日
～
６
日

の
う
ち
指
定
す
る
１
日
（
予
定
）

④
自
衛
官
候
補
生

◦
受
付
期
間
＝
年
間
を
通
じ
て

行
っ
て
い
ま
す
。

◦
試
験
期
日
＝
受
付
時
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

に
よ
り
、
受
付
期
間
お
よ
び
試
験

期
日
変
更
の
可
能
性
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
採
用
種
目
ご
と
に
応
募
資
格
・

試
験
内
容
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

０
９
２
・
６
４
３
・
３
４
４
６
）

　

自
衛
隊
で
は
、
採
用
試
験
が

行
わ
れ
ま
す
。
受
付
期
間
や
試

験
期
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
航
空
学
生

◦
受
付
期
間
＝
７
月
１
日
～
９
月

10
日
（
予
定
）

◦
試
験
期
日
＝
９
月
22
日（
予
定
）

②
一
般
曹
候
補
生

◦
受
付
期
間
＝
７
月
１
日
～
９
月

10
日
（
予
定
）

◦
試
験
期
日
＝
９
月
18
日
～
20

令
和
２
年
度
自
衛
官
等
採
用

試
験

サ
イ
ク
リ
ス
ト
を
応
援
す
る

事
業
者

職員採用試験
詳細はＨＰで確認してください。

福岡県職員
採用試験

裁判所職員
採用試験

福
岡
県
下
水
道
排
水
設
備
工

事
責
任
技
術
者
試
験

　道具を使わず、指で糸を美しい文様に組みあ
げる技法で組みひものブレスレットを作ります。
組みひもは、正倉院に御物として残っているほど
昔から作られてきました。古来から伝わる手技
に挑戦してみませんか。  
◦日時＝7 月5日㈰ 10 時
～ 12 時◦定員＝15 人（先
着順）◦参加費＝ 200 円

　拓本の技を使って、オリジナルのエコバックを
作りませんか。拓本は中国に起源をもつ複写方
法の一つです。拓本の技術を使って、縦 36㎝、
横 37㎝、10㎝程のマチがあるエコ
バックを作ってみませんか。
◦日時＝７月23日㈷ 10 時～ 12 時
◦定員＝ 20 人（先着順） 
◦参加費＝ 300 円 

◦募集職種＝文化財専門職員
◦応募資格＝次のいずれかに該当する人
①発掘現場での発掘指導をした経験がある人
②文化財調査報告書を作成できる人
◦募集人員＝１人
◦業務内容＝整理報告書作成業務・埋蔵文化
財発掘調査業務
◦受付期間＝７月１日㈬～令和３年３月31日㈬。
ただし、採用が決定した場合は受付終了とする
◦任用期間＝採用の日～令和３年３月31日㈬ま
で。勤務状況により再任の場合あり。
◦試験日＝後日、指定
◦選考方法＝書類審査、作文・面接
◦提出書類＝申込書（文化振興課に準備）、資
格証明書の写し
◦申込・問い合わせ＝文化振興課文化係
　（☎２３・１９８２）

八女市岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」

組みひもづくり

オリジナルエコバックづくり

会計年度任用職員募集

試
　
験

【①②共通】
◦対象者＝どなたでも（小学３年生以下は
保護者同伴）
◦会場＝岩戸山歴史文化交流館「いわいの
郷」
◦申込＝電話またはファクスで（月曜日は休
館のため受付不可）
◦申込・問い合わせ＝いわいの郷

（☎ 24・3200 ／ P24・3210）

体験イベント①

体験イベント②
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火災出火件数  3件 （11件）
救急出動件数 184件 （1,092件）
救急搬送人数 178人 （1,058人）

人身事故発生件数 15件 （89件）
傷　　者 18人 （109人）
死　　者 0人 （  0人）

※（　）内は 1 月からの累計

人口 62,269 (-66)
男 29,405  (-46)
女 32,864  (-20)

世帯数 25,020  (+6)
　※（　）内は前月比

出生 30 人 死亡 75 人
転入 82 人 転出 103 人

▼ 5 月の交通事故の状況

▼ 5 月の火災・救急の状況▼人口と世帯（5 月31日現在）

▼ 5 月の異動

納期限・口座振替日は7月31日㈮
納税は、安全便利な口座振替をご利用ください。
納期限内の納付にご協力ください。遅れると督
促状が発送され督促料や延滞金が発生します。
※納付書の再発行は担当課へご連絡ください。

7月に
納める
もの

　

中
小
企
業
（
個
人
事
業
者
を

含
む
）
を
対
象
に
し
た
無
料
法

律
電
話
相
談
会
。
事
業
に
関
す

る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

◦
日
時
＝
７
月
20
日
㈪
13
時
30

分
～
16
時
30
分

◦
定
員
＝
６
人
（
１
回
25
分
）

◦
申
込
＝
久
留
米
法
律
相
談
セ
ン

タ
ー
（
☎
０
９
４
２
・
３
０
・
０

１
４
４
）

　

市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
体

育
館
や
運
動
場
を
開
放
し
て
い

告
書
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
し
て

い
ま
す
。閲
覧
を
希
望
す
る
人
は
、

総
務
課
（
市
役
所
本
庁
）
ま
た

は
議
会
事
務
局
（
立
花
庁
舎
）

ま
で
申
し
出
く
だ
さ
い
。

◦
閲
覧
期
間
＝
市
長
、
副
市
長
、

教
育
長
、
議
員
の
任
期
満
了
の

日
ま
で（
土・日・祝
日
等
を
除
く
）

◦
閲
覧
時
間
＝
８
時
30
分
～
17

時◦
閲
覧
場
所
＝
▽
市
長
、副
市
長
、

教
育
長
の
資
産
等
報
告
書
→
総

務
課
（
☎
２
３
・
１
１
１
１
）　

▽
議
員
の
資
産
等
報
告
書
→
議

会
事
務
局
（
☎
２
３
・
４
９
２
２
）

　

令
和
３
年
度
筑
後
地
区
に
県

ま
す
。利
用
し
た
い
人
は
必
ず「
利

用
者
の
会
」
に
参
加
し
て
く
だ
さ

い
。
利
用
者
の
会
参
加
に
は
、
事

前
登
録
が
必
要
で
す
。

《
８
月
利
用
者
の
会
》

◦
期
日
＝
７
月
18
日
㈯

◦
時
間
・
学
校
名
＝
▽
13
時
30

分
（
福
島
小
、長
峰
小
、福
島
中
）

▽
14
時
15
分
～
（
八
幡
小
、
岡

山
小
、西
中
）▽
15
時
～（
上
妻
小
、

三
河
小
、
南
中
）
▽
15
時
45
分

～
（
忠
見
小
、川
崎
小
、見
崎
中
、

上
陽
北
汭
学
園
）

◦
会
場
・
問
い
合
わ
せ
＝
総
合
体

育
館
（
☎
２
４
・
１
２
３
０
）

　

八
女
市
政
治
倫
理
条
例
の
規

定
に
基
づ
き
、
市
長
、
副
市
長
、

教
育
長
、
議
員
か
ら
資
産
等
報

資
産
等
報
告
書
の
閲
覧

単
位
制
「
フ
レ
ッ
ク
ス
型
」

学
校
説
明
会

◦固定資産税（2 期）◦国民健康保険
税（1期）◦後期高齢者医療保険料（1期）
◦介護保険料（1期）◦住宅使用料（7月）
◦保育料（7 月）

　8 月のし尿くみ取りは盆休み
等のため、8 月上旬から混雑が
予想されます。し尿くみ取りの
予約は、各地域のくみ取り業
者へ 7 月 22 日㈬までにお願い
します。それ以後の予約受付
は、希望日に添えない場合が
ありますのでご注意ください。
・環境課（☎ 23・1462）

８月のし尿くみ取り
の予約は
7月22日㈬までに！

小
・
中
学
校
体
育
施
設
利
用

一
　
般

県
弁
護
士
会  

中
小
企
業
の
た

め
の
無
料
法
律
電
話
相
談
会

相
　
談

立
の
単
位
高
等
学
校
が
開
校
し

ま
す
。
各
会
場
と
も
30
分
程
度

の
全
体
説
明
会
後
、
個
別
相
談

を
行
い
ま
す
。

※
マ
ス
ク
着
用
等
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
参
加
人
数
把
握
の

た
め
事
前
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
方
法
は
中
学
校
に
尋

ね
る
か
、
大
牟
田
北
高
校
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
て
確
認
く
だ
さ
い
。

◦
日
時
／
場
所
＝
①
７
月
27
日

㈪
16
時
～
17
時
／
ま
い
ピ
ア
高

田
②
７
月
28
日
㈫
15
時
～
16
時

／
久
留
米
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
③
７
月

30
日
㈭
16
時
～
17
時
／
筑
後
市

中
央
公
民
館
（
サ
ン
コ
ア
）

◦
問
い
合
わ
せ
＝
筑
後
地
区
定
時

制
単
位
制
高
等
学
校
設
立
準
備

室
（
大
牟
田
北
高
等
学
校
内
／

☎
０
９
４
４
・
５
８
・
０
０
１
１
）

献血にご協力ください
八女市献血推進協議会
（☎２３・０２９４）

【星野地区】
◦日時＝７月3日㈮10時～ 11時30
分、12時30分～ 15時
◦場所＝星野総合保健福祉セン
ター「そよかぜ」

【矢部地区】
◦日時＝７月7日㈫10時～ 11時30
分、12時30分～ 15時
◦場所＝矢部公民館

【黒木地区】
◦日時＝７月22日㈬10時～ 12時30
分、13時30分～ 15時30分
◦場所＝黒木地域交流センター「ふ
じの里」
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無料法律相談
◦ 7 月16日㈭ 、8 月6日㈭／ 相談
　13:00 ～16:00 ／場所・法務局八女支
　 局（収入等一定額以下等の条件あり）
　※予約・法テラス福岡☎ 050・
　3383・5502（平日9:00 ～ 17:00）
 ◦ 7 月10 日㈮ 13:30 ～ 16:00　
　／社会福祉会館※予約☎ 23・0294
◦7 月17 日㈮ 13:30 ～ 16:00　
　／ふじの里（黒木）※予約☎ 42・2131
◦ 7 月 22 日㈬ 13:30 ～ 16:00
　／地域福祉センター（上陽）
　※予約☎ 54・3629
◦ 7 月17 日㈮ 10:00 ～ 12:00 ／八女
　商工会議所※予約☎ 22・5161
女性相談（働く女性の家☎37・1522）
◦7月20日㈪ 9:30 ～ 11:30
　／働く女性の家（立花）
なんでも人権相談

（法務局☎23・2603）
◦7月3日㈮ 13:00 ～ 16:00
　／社会福祉会館
行政相談（総務課☎23・1224）
◦7月2日㈭ 13:30 ～ 16:00
　／社会福祉会館
◦7月15日㈬  9:30 ～ 12:00
　／ふじの里（黒木）
◦7月6日㈪ 13:30 ～ 16:00
　／立花市民センター 2階
◦7月14日㈫ 13:00 ～ 15:30
　／地域福祉センター（上陽）
司法書士相談（社協☎23・0294）
◦7月17日㈮ 13:30 ～ 16:00
　／社会福祉会館
◦7月10日㈮ 13:30 ～ 16:00
　／ふじの里（黒木）
心配ごと相談（社協☎23・0294）
◦7月1日㈬・15日㈬13:30 ～ 16:00
　／社会福祉会館
◦7月15日㈬ 9:30 ～ 12:00　
　／ふじの里（黒木）
◦7月8日㈬ 9:30 ～ 12:00
　／かがやき（立花）
◦7月15日㈬ 13:30 ～ 16:00
　／地域福祉センター（上陽）
補聴器の修理と相談

（福祉課☎23・1335）

◦7月21日㈫ 13:00 ～ 14:30
　／八女市役所
◦7月10日㈮・21日㈫ 10:00 ～ 12:00
　／ふじの里（黒木）
◦7月30日㈭ 10:00 ～ 12:00
　／星野支所
日本政策金融公庫相談会
◦7月3日㈮13:00 ～ 15:00
　／八女商工会議所 
定例税務相談会（毎月第2月曜日）
◦7月13日㈪10:00 ～ 15:00
　／八女商工会議所 
経営支援相談会
◦7月20日㈪13:30 ～ 16:30 ／八女
商工会議所 ※予約☎22・5161
生活困窮者の自立支援相談

（福祉課生活支援係☎23・1350）
生活保護に至る前のさまざまな事情
で困っている方はご相談ください。
◦  平日 8:30 ～ 17:00
女性のための相談（人権・同和政策・
男女共同参画推進課☎23・1314）
夫や恋人からのDV、夫婦間・男女間の
問題、セクハラなどご相談ください。
◦ 平日 9:00 ～ 17:00
年金相談
久留米年金事務所のお客様相談室へ。
予約をすれば待ち時間が少なくなりま
す。※基礎年金番号をお知らせください。
◦ 月曜（休日の場合は翌日） 8:30 ～

19:00 ／火曜～金曜8:30 ～ 17:15 ／
毎月第2土曜日9:30 ～ 16:00

　※予約（☎0942・33・6215）
家庭児童相談室
◦平日 9:30 ～ 16:00 ／市役所内
　※予約（☎23・1448）
こころの健康相談

「気が落ち込む」「家族の飲酒問題」「子
どもが引きこもり」などの心配事は一人
で考えず、専門家に相談してください。
◦ 第1 ～第4月曜日 14:30 ～ 16:00 ／

南筑後保健福祉環境事務所分庁舎
（八女総合庁舎）

　※予約☎0944・72・2176
弁護士多重債務・労働問題・DV被害
相談
◦ 毎週火曜 13:30 ～ 16:00 ／社会福祉

会館※予約☎0942・30・0144
消費生活相談（来訪または電話相談）
◦ 月～金曜 8:30 ～ 16:30 ／八女市消

費生活センター☎23・1183
消費生活無料法律相談
◦7月21日㈫ 13:00 ～ 16:00
　／八女市消費生活センター
　※予約 ☎23・1183
教育相談
◦ 平日9:00 ～ 17:00 ／八女市教育委

員会☎0120・784・110

教育相談
◦ 無休・24時間受付／南筑後教育事

務所※予約☎0942・52・4949
養育費相談
◦ 平日9:00 ～ 17:00、 第1・ 第3土日

9:00 ～ 16:00 ／ひとり親サポートセ
ンター☎092・584・3931

やめ女性のための悩み相談電話
◦ 平日9:00 ～ 17:00 ／☎24・9422
福岡県あすばる相談ホットライン
◦ 平日9:00 ～ 17:00、金曜のみ18時～

20時30分も可／☎092・584・1266
福岡県配偶者からの暴力相談
◦ 月～金17:00 ～ 24:00、土日祝9:00

～ 24:00 ／☎092・663・8724
難病ホットライン
◦ 平日8:30 ～ 17:15 ／南筑後保健福祉

環境事務所（☎0944・72・2610）

電 話 相 談

予約

予約

予約

予約

予約

予約

予約

予約

相談はお気軽にどうぞ

◦八女地域包括（本庁内）　     ☎23・1203
◦黒木地域包括（黒木支所内）  ☎42・1119
◦立花地域包括（立花支所内）  ☎24・8922

◦上陽地域包括（上陽支所内）  ☎24・8315
◦矢部地域包括（矢部支所内）  ☎24・9011
◦星野地域包括（星野支所内）  ☎24・8212

高齢者総合相談窓口
（平日8:30 ～ 17:15）
【地域包括支援センター】

ほっと館
かん

やめ

八女市社会福祉協議会
福祉生活支援室

　ひきこもりなどに対する相談支
援を行っています。利用無料（市
内 2 か所）
①八女市本町 17-2（リーベルと
同じ建物）月～金・第2土曜日9:00
～ 17:00 開館（☎ 23・7777）

② 上 陽 町 北 川内 123-1（ 地 域
福祉センター内）平日 9:00 ～
17:00 開館（☎ 24・9820）
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▽
梅
雨
後
半
と
な
り
、
毎
年
こ
の
時
季
は
集
中
豪
雨
や
土

砂
災
害
が
心
配
さ
れ
ま
す
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
と
の
戦
い
の
中
で
、
例
年
ど
お
り
消
防
団
や
地
元
の
皆

さ
ま
方
が
地
域
の
状
況
把
握
や
高
齢
者
等
の
見
守
り
な
ど

に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

市
で
も
避
難
所
の
増
設
や
、
避
難
所
に
お
け
る
健
康
管
理

や
相
談
体
制
を
整
え
る
な
ど
、
感
染
予
防
を
講
じ
な
が
ら

災
害
時
に
備
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
▽
さ
て
、
八
女
市

で
は
、
感
染
症
対
策
の
緊
急
支
援
策
第
1
弾
と
し
て
、
市

内
事
業
者
に
10
万
円
を
交
付
す
る
「
が
ん
ば
る
バ
イ
八
女

応
援
金
」
や
国
の
施
策
で
あ
る
「
特
別
定
額
給
付
金
」
な

ど
、
各
事
業
に
迅
速
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
こ

の
た
び
６
月
定
例
議
会
で
支
援
策
第
２
弾
も
承
認
い
た
だ

き
、「
が
ん
ば
る
バ
イ
八
女
農
林
漁
業
応
援
金
」、「
や
め
っ

こ
子
育
て
応
援
金
」、「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
助
成
事
業

の
拡
大
」、
高
齢
者
と
妊
婦
へ
の
マ
ス
ク
配
布
な
ど
、
引
き

続
き
支
援
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
▽
今
後
も
、
国・

県
の
支
援
策
と
併
せ
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
し
っ
か
り
と
寄

り
添
い
な
が
ら
、
地
域
の
産
業
構
造
や
実
情
に
応
じ
た
市

の
独
自
施
策
を
実
施
し

て
い
き
ま
す
。
み
ん
な

で
力
を
合
わ
せ
て
、
支

え
合
い
な
が
ら
、
少
し

ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、

元
気
な
八
女
市
を
取
り

戻
せ
る
よ
う
頑
張
り
ま

し
ょ
う
。

八女市支援策
第２弾について

市長コラム68

記者会見で支援策について説明

おたんじょうびおめでとう
1
歳
お
め
で
と
う
！

る
ー
ち
ゃ
ん
は
パ
パ
と
マ
マ

の
宝
物
だ
よ
♡
大
好
き
♡

1
歳
お
め
で
と
う
♡
お
姉

ち
ゃ
ん
と
仲
良
く
元
気
に

育
っ
て
ね
！

1
歳
お
め
で
と
う
♡
ニ
コ
ニ
コ
で

癒
や
し
系
な
あ
お
く
ん
、
こ
れ
か

ら
も
の
び
の
び
成
長
し
て
ね
♡

お
誕
生
日
お
め
で
と
う
！

い
つ
ま
で
も
癒
や
し
の
り
か

ち
ゃ
ん
で
い
て
ね
♡

笑
顔
の
可
愛
い
凌
ち
ゃ
ん
♡
こ

れ
か
ら
も
お
兄
ち
ゃ
ん
と
元

気
に
仲
良
く
成
長
し
て
ね
♡

ち
ー
ち
ゃ
ん
は
み
ん
な
の
宝

物
だ
よ
♡
ね
ぇ
ね
に
負
け
ず

に
強
く
育
っ
て
ね
。

祝
1
歳
♡
あ
っ
く
ん
の
笑
顔

が
大
好
き
だ
よ
！
こ
れ
か
ら

も
元
気
に
大
き
く
な
あ
れ
。

生
ま
れ
て
き
て
く
れ
て
あ
り

が
と
う
！
パ
パ
と
マ
マ
の
宝

物
だ
よ
♡
み
く
大
好
き
♡

1
歳
お
め
で
と
う
♡
お
兄

ち
ゃ
ん
と
仲
良
く
元
気
に

育
っ
て
ね
♡

近藤 瑠
る

香
か

ちゃん

森田 杏
あん

ちゃん

中川 碧
あお

士
と

ちゃん

大坪 梨
り

夏
か

ちゃん

入部 凌
りょう

磨
ま

ちゃん

馬場 千
ち

咲
さ

希
き

ちゃん

後藤 旭
あさひ

ちゃん

五嶋 美
み

紅
く

ちゃん

川上 凰
おう

華
か

ちゃん

R1年7月2日生（岩崎）

R1年7月21日生（納楚）

R1年7月23日生（蒲原）

R1年7月7日生（鵜ノ池）

R1年7月22日生（蒲原）

R1年7月30日生（本町）

R1年7月8日生（稲富）

R1年7月24日生（室岡）

R1年7月31日生（祈祷院）

満１歳のお子さまの写真を募集しています（ただし、市内に住民登録があるか実際に住
んでいる人に限る）。氏名・生年月日・住所・簡単なコメント（30字以内）・電話番号を添
えて、誕生日前月の7日までに直接お持ちいただくか、郵送でお申し込みください。応募
多数の場合は先着順となります。◦申し込み＝企画政策課広報広聴係（☎23・1110）

高濃度エタノールを寄贈
　6月15日㈪、高橋商店（中
川拓也代表取締役社長）
は、900ｍℓの高濃度エタ
ノール300本を八女市に
寄贈しました。このエタノー
ルは同社の繁酎（焼酎）を
活用し、製造。アルコール
分66％と高濃度で、消毒
用エタノールの代替品とし
て手指消毒等に利用するこ
とができます。新型コロナ
ウイルス対策のためにできることはな
いかと製造した新商品で、一般販売
されています。中川さんは三田村市長
に「お酒造りの技術を生かして、八女
に恩返しできたら」と話しました。

                              

災害からあなたを守る防災ラジオ 八女市の防災情報は FM八女【80.1MHz】
を通じて放送します。

編
集
後
記■編集・発行 八女市企画政策課広報広聴係

〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
TEL 0943・23・1110  FAX 24・8083
■URL：http://www.city.yame.fukuoka.jp/　

※この広報紙は竹パルプ10％配合の環境に配慮した紙を使用しています

災害からあなたを守る防災ラジオ 八女市の防災情報は FM八女【80.1MHz】
を通じて放送します。
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▼
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま
し

た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
予
防
に
気
を
配
り
つ
つ
、
防

災
へ
の
意
識
も
高
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。（
Ｙ
・
Ｎ
）

▼
梅
雨
入
り
し
、
蒸
し
暑
さ
を

感
じ
る
季
節
に
な
り
ま
し
た
。マ

ス
ク
着
用
は
続
き
ま
す
が
、こ
ま

め
な
水
分
摂
取
で
熱
中
症
に
も

気
を
付
け
た
い
で
す
。（
Y・Y
）

▼
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
で
イ
ベ
ン
ト
が
激
減

し
、寂
し
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
も
、
心
が
ほ
っ
こ

り
な
る
よ
う
な
話
題
を
紹
介
で

き
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。（
Ｋ
・

Ｓ
）
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